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保育士の専門性と養成校としての役割

―卒業生の就職状況アンケート調査結果の分析から―

聖園学園短期大学　教　　授　古　内　一　樹
聖園学園短期大学　厚生課長　安　田　敦　子

Professionalism of Childcare Workers and the Role as a Training Institution
From the Analysis of the Job Survey of Graduates

FURUUCHI Kazuki
Professor, Misono Gakuen Junior College

YASUDA Atsuko
Welfare Section Chief, Misono Gakuen Junior College

　本研究は、聖園学園短期大学卒業生の「就職状況アンケート調査」結果の分析から､ 卒業生が就職前にど
のようなことに不安を抱えていたのか、また､就職後についてはどうか､さらに､在学中に学んでおきたかっ
たことはどのようなことか等について分析し､ 保育士の専門性との関連性について考察し、養成校としての
役割を明らかにした。
　その結果、就職前には先輩や職場の同僚とのコミュニケーションに最も不安を抱いており、次いで保護者
（取引先 ･来客など）との関わりであった。就職後の悩みや不安な点としては、技術の未熟さ、保護者との
関わり、文章力のなさ、発言する自信のなさ、職場の人間関係の悩み等であった。在学中にもっと学んでお
きたかったことは、大部分が保育の専門的知識や技術に関することで、社会的常識としては電話応対やパソ
コンの技術が挙げられた。保育士の専門性の観点からすると、専門的知識や技術は在学中に十分指導すべき
内容であるが、人間関係すなわち人間性に関する部分については、学校教育に限らずあらゆる活動の場面で
涵養されるべきものと考える。そのためには、在学中の指導にとどまらず、保育現場との連携強化が重要で
ある。

キーワード：保育士の専門性､ 資質 ･能力､ 専門的知識 ･技術､ 人間性の涵養､ 現場との連携
Key  words：�professionalism of childcare workers, qualities and abilities, expertise, fostering personality for 

childcare, collaboration with childcare facilities
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はじめに

１　学習指導要領等の改訂と基本的な考え方
　文部科学省は、2014年（平成26年）より学習指導要領
等の改訂に取り組んできた。（平成26年11月20日：中教審
諮問、平成27年８月26日：論点整理、平成28年12月21日：
中教審答申等）そして、2017年（平成29年）３月31日、
幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領を公示、特別支
援学校（幼稚部・小学部・中学部）は平成29年４月28日
改訂告示を公示、2018年（平成30年）３月30日、高等学
校学習指導要領公示となった。幼稚園教育要領は平成30
年より完全実施となったが、今回の学習指導要領等の改訂
の基本的な考え方は、次の通りであった（1）。
○�教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が
国の学校教育の実践や蓄積を活かし、子供たちが未来社
会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成する。
その際、子供たちに求められる資質・能力とは何かを社
会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重
視する。
○�知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成
のバランスを重視する現行学習指導要領の枠組みや教育
内容を維持した上で、知識の理解の質をさらに高め、確
かな学力を育成する。
○�先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重
視、体育・健康に関する指導の充実により、豊かな心や
健やかな体を育成する。
○�高大接続改革という、高等学校教育を含む初等中等教育
改革と、大学教育改革、そして両者をつなぐ大学入学者

選抜改革の一体的改革の中で実施される改訂である。（こ
れは高等学校に限定）
　この学習指導要領等改訂の背景は、子供たちに、情報化
やグローバル化など急激な社会的変化の中でも、未来の創
り手となるために必要な資質・能力を確実に備えることの
できる学校教育を実現することであった。

２　社会に開かれた教育課程
　社会に開かれた教育課程とは、①社会や世界の状況を幅
広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会
を創るという目標を持ち、教育課程を介してその目標を社
会と共有していくこと。②これからの社会を創り出してい
く子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自分の
人生を切り拓いていくために求められる資質・能力とは何
かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。③教育
課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用した
り、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図っ
たりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところ
を社会と共有・連携しながら実現させること、である（2）。
　つまり、これまでの学校は、どちらかと言うと閉鎖的で
学校内のことはよく知られていなかったが、これからは、
学校の教育目標や育てたい子供の姿などを、もっと家庭や
地域にオープンにして、共有・連携しながら学校の教育目
標を達成していこうとするものである。

３　育成すべき資質・能力
　これまでは何を理解しているか、に重きが置かれていた
が、今回の改訂では、理解していること・できることをど
のように使って、何ができるようになるか、どのように社
会や世界と関わり、よりよい人生を送るかに重点が移され
た。そのための育成すべき資質・能力が示されたが、それ
は、「知識及び技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学
びに向かう力、人間性等」の３つであった。幼稚園での育
成すべき資質・能力は、「知識及び技能の基礎」、「思考力・
判断力・表現力等の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」
の３つである（3）。当然のことながら、聖園学園短期大学（以
下「本学」という）では保育者養成校として、子どもたち
にこの３つの資質・能力を育むことを意識するよう学生を
指導している。

４　保育士の専門性に関する議論
　保育士の専門性に関しては、これまで多くの研究者によっ
て研究が積み重ねられてきた。特に、保育士資格が国家資
格となった2003年以降はその傾向が顕著である。垣内：
2011（4）、野田・藤田：2011（5）、小笠原・野崎他：2017（6）、
本岡・濱名・山田：2020（7）、山本：2021（8）、前田：2023（9）

などの研究は、その典型的な例である。
　また、著者による研究の視点は、保育士養成側の立場か
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らのものや、保育士側や園側の立場からのものなど様々で
ある。しかしながら、保育士の専門性については、一定の
結論には達していない、あるいは結論付けられないとする
ものもあるが、保育士の専門性に関する研究は、今後、さ
らに継続していく必要性がある。

第１章　研究の目的

　本学では毎年11月に、その年の３月に卒業した卒業生
を対象とした「保育スキルアップ講座」を実施している。
この時、参加者に「就職状況アンケート」（資料１）を実
施し、結果を本学での学生指導に活かしている。この「就
職状況アンケート」とは、本学の卒業生が就職してからの
職場での状況（悩みや不安な点）や学生時代にもっと学び
たかったこと、社会常識として学んでおきたかったことな
どについて調査するものである。
　これらの結果から、就職前後の悩みや不安点、在学中に
学んでおきたかったこと等について分析し、それが保育士
の専門性とどのように関連するのか、また、養成校として
の役割は何か、について明らかにすることを本稿では目的
とする。むろんその結果を、養成校として今後の指導に活
かしていくことになる。
　なお、「保育スキルアップ講座」は、2017年（平成29年）
より開講しており、コロナ禍だった2020年（令和２年）は、
対面開催、2021年（令和３年）は、ZOOMによるオンラ
イン開催だった。本講座は令和７年度も実施されたため、
実に９年間に及び継続して開催してきたことになる。

第２章　研究の方法

　「就職状況アンケート」の直近３か年（令和４年度～令
和６年度）の調査結果を分析し考察する。
　アンケートでは、氏名、勤務先等を記入の上、８つの質
問に対し１問を自由記述とし、７問は選択肢から選んで回
答する方式とした。質問は以下の通りである。＜質問１＞
現在の職場について、＜質問２＞卒業前に抱いていた就職
への不安点３つ、＜質問３＞就職してから今の悩みや不安
点３つ、＜質問４＞今の職場に今後何年間勤めたいか１ 
つ、＜質問５＞保育や福祉の仕事について、もっと時間を
かけて学びたかったこと５つまで、＜質問６＞社会的常識
に関するもので、学生時代に学んでおきたかったこと３つ
まで、＜質問７＞短大における学びは役に立っているか､
＜質問８＞求職活動にあたって後輩にアドバイスしておき
たい点について自由記述、等である。
　ここでは、保育士の専門性に関わる質問についてのみ取
り上げることとする。「卒業前に抱いていた就職への不安
点」、「就職してからの悩みや不安点」、「保育や福祉の仕事
について、もっと時間をかけて学びたかったこと」、「社会
常識的なもので、学生時代に学んでおきたかったこと」等
である。また、それが保育士の専門性にどのように関連す
るかについて考察する。

第３章　アンケート調査結果の分析

　ここでは先述した４つの質問、「卒業前に抱いていた就
職への不安点」、「就職してからの悩みや不安点」、「保育や
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（図１）　＜質問２＞卒業前に抱いていた就職への不安点
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福祉の仕事について、もっと時間をかけて学びたかったこ
と」、「社会常識的なもので、学生時代に学んでおきたかっ
たこと」、について項目ごとに、学生がどのような意識で
あるか、あるいはあったかについて分析する。
　なお、当講座への３年間の参加者は総計145名で、その
うちの回答者は144名、回答率は99.3％であった。特別な
事情がない限り、多くの卒業生は参加しており、アンケー
トの回答率も頗る高い。

１　卒業前に抱いていた就職への不安点
　＜質問２＞「就職前に抱いていた就職への不安点」につ
いては、（図１）に示したように「d. 先輩や同僚との職場
のコミュニケーション」が91人と最も多く、次いで「e. 保
護者（取引先・来客など）との関わり」が80人、「b. 仕事
への漠然とした不安」が63人となっている。これに続いて、
「g. 技術の未熟さ」が57人、「a. 職場の環境」が56人となっ
ている。
　多くの回答を集めた３項目のうち、「a. 職場の環境」と
「b. 仕事への漠然とした不安」は、保育者としての業務に
限らず、どのような職種についても考えられることである
ため、分析対象から除外することとする。
　卒業前に抱いていた不安の中で最も多かったのが「d. 先
輩や同僚との職場のコミュニケーション」であることは首
肯できる。これまでの学生生活とは全く異なる社会人生活
への不安は誰しもが抱くものであろう。特に、新しい職場
に対しては、どのような先輩や上司がいるのか、また、ど
のようにそのような人たちと仕事をしていけばよいのか、
当然のことながら不安な心情は察することができる。最近
では、こうした人間関係になじめず悩み、入社早々辞職し

てしまう新人が少なくないと聞く｡ 文部科学省の「新規学
卒就職者の３年以内の離職率の推移」（10）をみても、高校卒
と短大等卒で約４割、大学卒で約３割の新人が３年以内に
離職している。また、自分では直接上司に言い出せず、辞
職を伝える専門の請負会社から電話連絡してもらうケース
もあるという。職場の人間関係についての悩みは、今ここ
に始まった問題ではない。
　次に多かったのが「e. 保護者（取引先・来客など）との
関わり」であるが、これも人間関係に含まれる問題である。
新人として職場に配属になって早々に、保護者対応や取引
先や来客に対して適切に対応できるかと問われれば、これ
も困難なことと答えざるを得ない。就職して間もない頃は、
自分の担任する子ども一人一人についての理解はまだ不十
分であり、保護者から子どもについての質問や家庭での関
わり方等の相談があったとしても、保護者を納得させるよ
うな回答を準備することは困難と思われる。また、職場の
内部事情がよく理解できていない状況の中で、外部業者と
のやりとりや電話での応対等も極めて難しいといわざるを
得ない。このようなことを勘案すると、卒業生が卒業前に
抱く不安な点は、保育者という職種に限定されたものでは
なく、社会人となった新人誰しもが抱くだろう当然の不安
といえよう。

２　就職してからの悩みや不安点
　＜質問３＞「就職してからの悩みや不安点」については、
（図２）に示したように、「g. 技術の未熟さ」が93人と圧
倒的な数字になっている。この後は拮抗し、「i. 文章力が
ない」が57人、「e. 保護者（取引先・来客など）とうまく
関わる自信が持てない」が49人、「d. 先輩や職場の人間関
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（図２）　＜質問３＞就職してからの悩みや不安点
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係で悩みがある」が48人、「j. 発言する自信が持てない」
が43人となっている。
　「g. 技術の未熟さ」については、学生時代に、保育につ
いて多くの時間を費やして学んだにもかかわらず、実際に
職場に勤めてみると、自身の保育に関する技術の不足を実
感しているということになる。現場では、学生時代に学ん
だこと以上に様々な指導すべきことや子どもに対する対応
すべき案件が生じてくる。予期せぬ突発的な事案が発生し
た時に、適切に対応することの難しさを実感していると考
えられる。
　「i. 文章力がない」については、学生時代、学習として
実習日誌や取り組みの振り返りを記録するなど、文章を数
多く書いてきたはずであるにもかかわらず、そのように感
じている卒業生が相当数いる。語彙力や文章力の養成は一
朝一夕にできるものではないが、不足していると思う点に
ついて、研鑽を継続する自らの意識によっては、不安を軽
減することは可能である。
　また、「e. 保護者（取引先・来客など）とうまく関わる
自信が持てない」については、就職前に抱いていた不安が、
就職後もそのまま残存していることになる。こうした不安
は、保育者に限らず学校教員の抱える不安ともいえよう。
　この不安を解消するためには、やはりある程度の経験年
数が必要と思われる。多くの経験を通して少しずつ解消さ
れていくのではないだろうか。
　「d. 先輩や職場の人間関係で悩みがある」については、

就職前の不安が現場に入ってから現実のものとなった感が
ある。大事なことはストレスを抱え込まず、職場の上司や
同僚などに早めに相談し、解決すべきと考える。
　「j. 発言する自信が持てない」についても、自信を持て
るように、まず発言の裏付けとなる一般教養や知識の蓄積
は、就職してからも意識して積極的に行うことで解消され
るものと推察される。

３　保育や福祉の仕事でもっと学びたかったこと
　＜質問５＞「保育や福祉の仕事でもっと学びたかったこ
と」については、「c. 遊びや活動の種類について」が67人
で最も多く、続いて「m. 保護者との関わり方」が57人、「b. 環
境の構成について」が50人、「g. 指導計画の立案について」
が50人となっている。回答数の多かった４つのうち３つ
までもが保育の知識や技術に関わることである中で､ ここ
でも「m. 保護者との関わり方」との回答者が57人もいる
ことは注目に値する。
　「c. 遊びや活動の種類について」や「b. 環境の構成につ
いて」、「g. 指導計画の立案について」は保育の専門科目と
して、「保育原理」や「保育内容の指導法」等を通して学
習する内容となっているが、授業中のみならず、疑問点の
解消やさらに学びを深めるためには、担当教員の指導を仰
ぐなどして､ 自ら積極的に学習に取り組む必要がある｡ ま
た、これらの項目については、２年間を通して５回実施さ
れる教育 ･保育実習の際に、現場の教員からも指導を仰ぐ
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n.子育て支援について

o.音楽指導について
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（図３）　＜質問５＞保育や福祉の仕事でもっと学びたかったこと
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ことになろう。特に「g. 指導計画の立案について」は、本
学での指導をベースに、現場での実態に即して計画を立案
しなければならないため、現場の教員からの指導はより有
効と思われる。
　「m. 保護者との関わり方」についてであるが､ 在学時の
授業を通して、一般的な保護者との関わり方を事例研究等
で一通りは学習することにはなるが、現場では予想を超え
る様々な事案が起こるために、卒業生が不安になる気持ち
は理解できる。このことについても、実際に数多くの事例
を経験している現場の教員からの指導を真摯に受け止めて
ほしい。
　保護者対応については、まずは一人一人の子どもに対す
る理解が、その大前提になる。子どものことをよく理解で
きていない状況の中では、適切な保護者対応はできない。
そのためにも、保育者は、毎日、子どもたちとしっかりと
向き合い、一人一人の子どもの性格や特徴を理解するよう
努めるべきである。

４　社会的常識として学んでおきたかったこと
　＜質問６＞「社会的常識として学んでおきたかったこと」
については、「a. 電話の応対」が93人で最も多く､次に「e. パ
ソコンの技術」が74人、「d. 先輩との付き合い方」が49人
となっている｡ ここでの質問は、保育者という職種に限定
されるものではなく、一般の社会人として学んでおきた
かったこと、身に付けておきたかったことと、捉えること
ができる。
　「a. 電話の応対」は、現場に配属となった新人にとって、

外部からの電話をとること自体、不安であることは察する
に余りある。電話をとっても相手側と適切に受け答えがで
きるか、心配なのである。そのために、電話が鳴ってもな
かなか電話をとれないでいる状況が目に浮かぶ。本学では
２年間にわたりキャリア教育の一環として､ 社会人となる
ための様々な指導を計画し実施している｡ 電話応対につい
ても計画され実施している。（資料２）しかし、教えられ
るだけでは個人的に自信を持って電話応対ができるレベル
までにはなかなかいかないことも現状である。
　次に多かったのは「e. パソコンの技術」である。この項
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（図４）＜質問６＞社会的常識として学んでおきたかったこと

写真１　社会人講話（2025.5.9）
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目に関しては、就職後の初任者研修やその後の５年経験者
研修、その他様々な研修の機会に、プレゼンテーションと
いう形で発表しなければならないケースが想定される。こ
の時、発表資料の作成に当たり、パソコンをうまく使いこ
なせていなければ、適切な資料を作成できないという不安
があるものと推察される。本学ではそのためにパソコンの
「特別講座」や「情報処理Ⅰ」､「情報処理Ⅱ」を開講して
いる。しかし、一部は選択科目であるため、必ずしも全員
が科目を履修しているわけではない。在学中は、そこまで
将来のことを考えてはおらず、就職してから後悔している
のではないだろうか。学生の将来展望の甘さといわざるを
得ない。
　「d. 先輩との付き合い方」については、「就職後の悩み
や不安な点」という質問項目でも回答数が多かった。在学
中には、授業や「実習の事前指導・事後指導」においても

指導される内容ではあるが、実際に現場に入ってみると指
導されたこと以外の想定外の事案も出てくるために、卒業
生は悩むことになるのであろう。

第４章　考察

　保育士の専門性に関して、『幼稚園教育要領解説』にお
いては、「第１章　総則　第１節　幼稚園教育の基本　５　
教師の役割」に、「幼児の主体的な活動と教師の役割として、
幼児の自発的な活動としての遊びを中心とした教育を実践
することが何よりも大切である。…」とある（11）。また、「幼
児一人一人の行動と内面を理解し、心の動きに沿って保育
を展開することによって心身の発達を促すよう援助するこ
とにある。そのためには専門家としての自覚と資質の向上
に教師が努めることが求められる。」とある（12）。
　一方で『保育所保育指針』では、「第１章　総則　１　
保育所保育に関する基本原則　（1）保育所の役割」に次の
ようにある（13）。「エ　保育所における保育士は、児童福祉
法第18条の４の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が
適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知
識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、
子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものであ
り、その職責を遂行するための専門性の向上に絶えず努め
なければならない。」（傍線は筆者）
　そして、『保育所保育指針解説』には、以下のように記
載されている。「保育所の保育士に求められる主要な知識
及び技術として、①これからの社会に求められる資質を踏
まえながら、乳幼児期の子どもの発達に関する専門知識を
基に子どもの育ちを見通し、一人一人の子どもの発達を援
助する知識及び技術、②子どもの発達過程や意欲を踏まえ、
子ども自らが生活していく力を細やかに助ける生活援助の
知識及び技術、③保育所内外の空間や様々な設備、遊具、
素材等の物的環境、自然環境や人的環境を生かし、保育の
環境を構成していく知識及び技術、④子どもの経験や興味
や関心に応じて、様々な遊びを豊かに展開していくための
知識及び技術、⑤子ども同士の関わりや子どもと保護者の
関わりなどを見守り、その気持ちに寄り添いながら適宜必
要な援助をしていく関係構築の知識及び技術、⑥保護者等
への相談、助言に関する知識及び技術、の六つである。」（14）。
　しかし、これは、保育士に求められる専門的知識及び技
術であって、これだけが保育士の専門性ではない。もちろ
ん専門的知識や技術は、専門性の中に含まれることは論を
またない。
　保育士の専門性とはどのようなことなのか。このことに
ついて、小笠原他（2017）は、養成校と保育現場での認
識の違いについて指摘している（15）。また、前田（2023）は、
保育者の専門性については未だ明らかにされているわけで
はないとしている（16）。ここで、保育士の専門性について

写真 2　社会人力アップ講座（2025.12.2）

写真 3　ビジネスマナーテキスト
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明らかにすることは本稿の目的ではない。しかしながら、
保育士の専門性について、本アンケート調査結果から考察
するに当たり、一定の保育士の専門性についての指標を設
定する必要がある。
　保育士の専門性についての先行研究（17）（18）（19）を参考とし
た上で、「子どもの発達理解」、「専門的知識及び技術」、「倫
理観に裏付けられた判断力と行動力」の３つの視点からア
ンケート調査結果を考察する。
　またその際、上記の専門性の要素は、「在学期間中」、「卒
業し就職してから（就職後）」、「在学期間中及び就職後」
のどの時期で養成できるかについても併せて考察する。
　「子どもの発達理解」については、前述の『幼稚園教育
要領解説』に「幼児一人一人の行動と内面を理解し、心の
動きに沿って保育を展開することによって心身の発達を促
すよう援助する」とあるように、まずは一人一人の幼児を
しっかり理解することが重要である。このことを前提とし
て、保護者とのコミュニケーションも図られるであろうし、
また、子どもの指導に関する職員同士の共通理解、意思統
一によって、園としての一貫した指導ができるものと推測
する。
　アンケート調査結果からの分析では、就職前に抱いてい
た「保護者との関わり」及び就職後の「保護者とうまく関
わる自信が持てない」等についての項目とも関連してくる。
このことについては、養成校としての指導というよりは、
実際に就職してから一人一人の幼児について理解を深めて
いくことになる。もちろん、在学中においても、発達心理
学や児童心理学、発達障害等の科目について、十分に学ん
でおく必要がある。
　「専門的知識及び技術」については、就職前にもそうで
あったが、就職後の悩みや不安な点が「技術の未熟さ」だっ
たことと、在学中にもっと学んでおきたかったことのほぼ
全てに合致する。「保護者との関わり方」についても、子
ども理解を前提としているが、人間関係形成・社会形成能
力と捉えるならば、これも「専門的な知識及び技術」とい
えるかもしれない。
　また、「職場の同僚や保護者・取引先等とのコミュニケー
ション」も、コミュニケーション能力と捉えるならば、「専
門的な知識及び技術」ということになろう。さらに、「社
会的常識として学んでおきたかったこと」の「電話の応対」
や「パソコンの技術」も「専門的知識及び技術」の要素に
合致する。もちろん、この２つ「電話の応対」と「パソコ
ンの技術」は保育士の職種に限定されるものではなく、広
く一般的な職種にも共通するものである。
　「専門的知識及び技術」の要素については、養成校とし
て在学中にしっかりと身に付けさせるべき内容である。「就
職後の悩みや不安な点」で、「技術の未熟さ」や「文章力
がない」がアンケートにおいて回答数が多くなっているこ
とは、養成校として大きな課題である。養成校として、卒

業生が就職後にそのような悩みや不安を抱かないように、
在学中に授業や５回に及ぶ教育実習、保育実習、施設実習
等を通して、具体的に丁寧な指導を心掛けなければならな
い。
　保育士の専門性に関わるならば、『幼稚園教育要領解説』
に「幼児の自発的な活動としての遊びを中心とした教育を
実践することが何よりも大切である。」とあるように、教
師（保育者）が幼児の遊びにどう関わるのか、教師（保育
者）の役割の基本を理解することが必要であり、そのため
に、幼児の自発的な活動としての遊びを生み出すために必
要な教育環境を整えることが重要になってくる。そして、
遊びをより豊かにさせるよう教師（保育者）は努力し、そ
のための専門的な知識を在学中にしっかり身に付けておく
必要がある。
　「倫理観に裏付けられた判断力と行動力」については、「就
職前に抱いていた就職への不安な点」において最も多かっ
た「先輩や職場の同僚とのコミュニケーション」や、就職
後の「保護者（取引先・来客など）とうまく関わる自信が
持てない」、「もっと時間をかけて学びたかったこと」の質
問項目のうちでは、「保護者との関わり方」等に関連して
くる。
　倫理観とは、個人や社会が持つ道徳的な価値観を示す基
準であり、何が正しい行動であるかを判断するための考え
方である。そして、これには価値判断、行動規範、責任感、
共感等の要素が含まれる。つまり、総合的に考えるとその
人個人の人間性と捉えることができるかもしれない。
　小笠原ら（2017）は保育現場という立場からの研究で、
次のように指摘している。「保育現場の管理職や保育上の
認識としては、受容的な姿勢や立ち居振る舞い、保護者と
の親密性の構築等を、保育を営むうえでの基礎的な資質を
保育士の専門性として認識していることを窺い知ることが
できる。（中略）先輩や上司からの指導に対して素直であ
ること、『使命と責任感』、『協調性や協力的態度』、『愛と
思いやり』、『乳幼児への理解』を挙げており『挨拶ができ
ること』、『時刻を守ること』、『仕事に積極的であること』、
等々、社会人としての極めて基本的な課題を含めて、個人
としての性格や性質・感情等に求めている。…」（20）

　つまり、保育現場では、既述した保育士の専門性３つの
要素の中でも、特に、保育士個人の人間性を最も重視して
いると捉えることができる。
　全国保育士会倫理綱領に、「自らの人間性と専門性の向
上に努め、…」とある（21）（傍線は筆者）｡ では、この人間
性はどの時期にどのように養成すべきであろうか。

第５章　まとめ

　本稿では、卒業生の「就職状況アンケート調査」の結果
から、保育士の専門性との関わりについて分析し、考察し
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てきた。その結果、以下の４点が明らかになった。
　①�　就職前、卒業生が最も不安を抱いていたのが「先輩

や職場の同僚とのコミュニケーション」であり、次に
「保護者（取引先・来客など）との関わり」であった。
これは人間関係に関わることであり、個人の人間性（コ
ミュニケーション能力や人間関係形成力等）に起因す
ることである。

　②�　就職後の悩みや不安な点として、「技術の未熟さ」
がトップで、「文章力がない」、「保護者（取引先・来
客など）とうまく関わる自信が持てない」、「先輩や職
場の人間関係で悩みがある」、「発言する自信が持てな
い」と続いていた。技術の未熟さや文章力のなさ、発
言する自信が持てない等に関しては、明らかに専門的
（基礎的と言っても良い）知識及び技術の不足からく
るものであろう。この点に関しては、養成校としての
指導責任に負うところが大きく、養成校としての課題
として真摯に受け止めなければならない。そして、こ
こでも人間関係に関する悩みは看過できない。

　③�　「在学中にもっと時間をかけて学びたかったこと」
の質問では、大部分が専門的知識及び技術的なことで
あった。この点についても、今後、養成校としての丁
寧な指導や抜本的な指導改善が望まれる。

　④�　「社会的常識として学生時代に学んでおきたかった
こと」として、「電話の応対」や「パソコンの技術」
が突出しており、養成校としては、キャリア教育の一
環として、社会人講話や社会人力アップ講座などによ
り指導はしているものの、必ずしも充分とはいい難く、
今後さらに指導方法について検討していく必要があ
る。

　最後に、養成校の役割に言及し擱筆する。
　保育士の専門性の一要素である専門的知識及び技術につ
いて、学生の在学期間中の授業や実習を通して、養成校が
身に付けさせるべきであるのは当然のことである。（この
場合、子どもの発達理解も、専門的知識に含める）しかし
ながら、卒業生が就職後に専門的知識及び技術に不安を抱
いているとすれば（現に抱いていた）養成校としての責任
は重大である。もっとも、技術面に関しては、在学期間中
のみならず、現場でさらに多くのことを学ぶことになるも
のと推察される。
　一方、人間関係すなわち人間性に悩んでいる状況も見受
けられた。人間性とは個人の資質に関わるもので、人が生
まれながらに持ち合わせているもの、換言すると先天的な
ものと思われる。しかし、この人間性は生涯変わりようの
ないものではない。
　人間性の涵養に関しては、短大在学中に限らず、生後ま
もなくからの家庭教育、成長していく段階でのその子を取
り巻く家庭環境・社会環境、そして幼児期からの保育や教
育により培われていくものと考える。とすれば、短大在学

中においても人間性の涵養を強く意識して学生と関わって
いく必要がある。また、この専門的知識及び技術と人間性
は、ともにある一定の期間に養成が終結するものではなく、
生涯にわたって養成されていくべきものである。教員（保
育者）の学び続ける姿勢が強調される所以である。
　専門的知識及び技術の修得並びに人間性の涵養に関して
重要なことは何か、それは保育現場と養成校との連携と考
える。卒業生の就職後、保育現場からも勤務状況等を通し
て学生にもっと身に付けて欲しい知識及び技術や資質・能
力等について意見を伺い、養成校としてそれに応えていく
ために、それらをどのように育成していくべきかを考え、
実践していく必要がある。今後は、卒業生への就職アンケー
トの他に、就職先の幼稚園や保育所、施設等からのアンケー
トを分析し、卒業生に不足している知識及び技術や人間性
に関わる資質・能力等について明らかにし、養成校として
学生の指導にしっかり活かしていくべきである。
　加えて、本学教員同士の連携や、保育に関する新しい情
報、知識及び技術も積極的に学んでいく必要があり、それ
がひいては現場での保育の質を高めることにつながると考
えている。
　短大在学中の２年間という限られた時間の中で、専門的
知識及び技術を修得させ、人間性も涵養するには限りがあ
る。実習先や就職先の幼稚園や保育所、施設等との連携に
よって、これらの知識及び技術や人間性を育てていくこと
が肝要であり、具体的にどのように連携するのか、その手
段の開発が待たれる｡
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保育士の専門性と養成校としての役割　―卒業生の就職状況アンケート調査結果の分析から―

（（資資料料１１））                  

就就職職状状況況アアンンケケーートト  

卒 年 月 令和４年３月 学籍番号  氏  名  

勤 務 先  仕事の内容 
正職 ・ 臨時 ・ パート 

（記入例：事務、販売、１歳児副担） 

 

 

※回答を選んで○印を付けてください。 

 
１．現在の職場についてお聞きします。 
 
  a. 大変満足している     b. 満足している     c. どちらともいえない    

d. 満足していない      e. 全く満足していない 
（回答理由：                                      ） 

 
 
２．卒業前に抱いていた就職への不安な点を、次の中から３３つつ選んでください。 

 
  a. 職場の環境   b. 仕事への漠然とした不安   c. 社会人としてのマナーを指摘されること 

d. 先輩や職場の同僚とのコミュニケーション     e. 保護者（取引先・来客など）との関わり 
f. 賃金や待遇   g. 技術の未熟さ    h. 体力面    i. 文章力    j. 発言力   
k. その他（                                     ） 

 
 
３．就職をして約４ヶ月ですが、今の悩みや不安な点を次の中から３３つつ選んでください。 
 
  a. 職場の環境    b. 慣れない仕事に苦痛を感じる   c. 規則正しい生活に慣れるのに苦痛 

d. 先輩や職場の人間関係で悩みがある  e. 保護者（取引先・来客など）とうまく関わる自信が持てない 
f. 賃金や待遇面で先行きが見えない   g. 技術の未熟さ   h. 体力的にかなり無理がある 
i. 文章力がない    j. 発言する自信が持てない   
k. その他（                                     ） 

 
 
４．今の職場に、今後、何年間勤めたいと考えますか？ 次の中から１１つつだけ選んでください。 

 
  a. 定年まで    b. １０年    c. ５年      d. ２～３年    e. １年 

  f. 本当は今すぐにでも辞めたい    g. 退職した    h. 転職した    
 i. その他（                                     ） 

 
５．保育や福祉の仕事について、もっと時間をかけて学びたかったことは何ですか？（５５つつままでで））  

 
a. 乳幼児の発達について    b. 環境の構成について      c. 遊びや活動の種類について 
d. 幼児の制作について     e. 連絡帳の書き方について    f. クラス便りの書き方 
g. 指導計画の立案について   h. 指導要録・保育要録の書き方  i. 小動物や植物の知識 
j. 障害児保育          k. 運動遊びについて       l. 保健・安全指導について   
ｍ. 保護者との関わり方      n. 子育て支援について     o. 音楽指導について 
p. 乳幼児・学童の発達について  q. その他（                      ） 

 
 
６．保育者としての社会的常識に関するもので、学生時代に学んでおきたかったことは何ですか？ 

（（３３つつままでで））  

 
  a. 電話の応対       b. 食事のマナー       c. 敬語の使い方  
 d. 先輩との付き合い方   e. パソコンの技術      f. その他一般常識  
 g. その他 （                                    ） 

 
 
７．短大における学びは、貴方にとって役に立っていると思いますか？ 

 
 a. とても役に立っている      b. あまり役に立っているとは思えない 

c. ほとんど役に立っていない    d. その他（                    ） 
 
 
８．求職活動にあたって後輩にアドバイスしておきたい点についてお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回数 日　　付 内　　　　容 会　　場 担　　当 回数 日　　付 内　　　　容 会　　場 担　　当

1 ４月　８日（火） ＣＣＥ研修
ライネルスホール

教育実習室
蛭 田・内 藤

厚生課
1 ４月１８日（金）

ポートフォリオについて（東海林）
オリエンテーション、求職登録

２０１
東海林
厚生課

2 ４月１８日（金）
オリエンテーション
国語入学前課題テスト

３０１
３０２

蛭 田・厚生課
大 原

2 ４月２５日（金）
年金について
求人票の見方について

２０１ 厚生課

3 ４月２５日（金）
ポートフォリオについて
秋田県保育士修学資金説明会

３０１
東海林
厚生課

3 ５月　２日（金）
履歴書・受験報告書・内定届について
面接試験について

２０１ 厚生課

4 ５月９日（金） 社会人力アップ講座　「スーツの着こなし」
３０１
３０２

厚生課 4 ５月　９日（金） コミュニケーション能力向上を目的とする実技研修Ⅰ ２０１ 蛭 田・厚生課

5 ５月１６日（金） レポートの書き方について ３０１ 大 原 5 ５月１６日（金） コミュニケーション能力向上を目的とする実技研修Ⅱ ２０１ 蛭 田・厚生課

6 ６月　５日（木） チャペルコンサート 聖 堂 東海林・櫻庭 6 ６月２０日（金） 保育スキルアップ講座　「観劇」 ライネルスホール 猿 田・厚生課

7 ６月　６日（金） 施設見学事前説明会 ３０１ 藤 原 7 ６月２７日（金） 園長シンポジウム マリアホール 蛭 田・厚生課

8 ６月２０日（金） 保育スキルアップ講座　「観劇」 ライネルスホール 猿 田・厚生課 8 ７月　２日（水）
社会人講話
　　　「将来に向けて希望の持てる秋田の創造へ」

マリアホール 蛭 田・厚生課

9 ６月２７日（金） 施設見学 各施設
藤 原

１年担任等
9 ７月　４日（金） 保育スキルアップ講座「現場の保育研究を学ぶ」 マリアホール 蛭 田・厚生課

10 ７月　２日（水）
社会人講話
　　　「将来に向けて希望の持てる秋田の創造へ」

マリアホール 蛭 田・厚生課 10 ７月１１日（金） 県内保育関係施設合同説明会 秋田キャッスルホテル 厚生課

11 ７月　４日（金） 施設見学情報交換会 ３０１ 藤原 11 ９月３０日（火）
「車座で語り合う秋田で働く魅力」
　　　　　　　　　　　　（２・３年目の卒業生を招いて）

２０１
２０２

蛭 田・厚生課

12 ７月１１日（金） 県内保育関係施設合同説明会 秋田キャッスルホテル 厚生課 12 １０月７日（火） ポートフォリオについて ２０１ 東海林

13 ７月１８日（金） あきた病院オンライン見学会 マリアホール 藤原 13 １０月２１日（火） 社会人力アップ講座　「心療内科医による講義」Ⅰ マリアホール 蛭 田・厚生課

14 １０月１０日（金） ポートフォリオについて ３０１ 東海林 14 １０月２８日（火） 社会人力アップ講座　「心療内科医による講義」Ⅱ マリアホール 蛭 田・厚生課

15 １２月５日（金） 社会人力アップ講座　「ビジネスマナー・電話応対」 ３０１ 厚生課 15 １２月２日（火） 社会人力アップ講座　「ビジネスマナー」 ２０１ 蛭 田・厚生課

16 １月１４日（水）
卒業生講話
　　　（１年目の卒業生を招いて）

マリアホール 蛭 田・厚生課 16 １２月１６日（火） 実践力アップ講座　「保育のひきだし」 ２０１ 蛭 田・厚生課

17 １月２３日（金） 自己分析（TA） ３０１ 厚生課 17 １月１４日（水）
卒業生講話
　　　（１年目の卒業生を招いて）

マリアホール 蛭 田・厚生課

18 １月３０日（金） 自己分析 ３０１ 厚生課 18 １月２０日（火） 社会人力アップ講座　「社会人になるあなたへ」 ２０１ 大 原・厚生課

19 ２月１０日（火） 2年生就職活動報告・施設実習説明会 ３０１ 厚生課 19 １月２７日（火） キャリア教育まとめ ２０１ 蛭 田・厚生課

 (資料２)

【１年】　キャリア教育Ⅰ

令和７年度　キャリア教育計画

【２年】　キャリア教育Ⅱ

令和７年度　キャリア教育計画
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デジタル社会における造形教育と「感性」の育成の役割

―幼児教育から義務教育へ、円滑な接続のための一考察―

聖園学園短期大学　准教授　鎌　田　　　悟

The Role of Art Education and Nurturing "Sensibility" in a Digital Society
—A Study for the Smooth Shift from Early Childhood 

Education to Compulsory Education—

KAMADA Satoru
Associate Professor,Misono Gakuen Junior College

　デジタル化が進む現代、オンラインコンテンツの過剰消費による肉体感覚の欠如が危惧されている。AI
が容易に正解を提示する時代だからこそ、五感を働かせて価値判断を行う「感性」の育成が、幼児教育から
義務教育まで一貫した重要課題となっている。
　その中核となる「造形遊び」は、素材との直接的な関わりを通じて試行錯誤し、表現の喜びを味わう活動
である。幼児期の「自由」な遊びの本質こそが創造性の源泉であるが、現場では保育者の専門性不足や、小
学校における評価への負担感から、その価値が十分に引き出せていない現状がある。
　このような状況の上で、本稿ではあえて視覚を遮り、触覚や聴覚を研ぎ澄ます「アイマスク鑑賞」や「イ
メージ粘土製作」などの実践を提案する。視覚を制限することで、人が本来もつ潜在的な感覚を呼び起こし、
内発的な表現意欲を喚起することを狙いとしている。
　AI 時代に求められる「創造性」の源泉は、幼児期の自由な造形遊びの中にこそ存在する。この「自由」
な表現活動を義務教育へと円滑につなぐため、幼・保、小、中の指導観の共有や指導者の支援体制を整える
ことは重要である。デジタルと子どもが身体を働かせた五感での体験活動が調和した環境を保障することは、
未来を生きる子どもの豊かな情操を育む鍵となる。

キーワード：五感による知覚　　感性の育成　　造形遊び　　幼・保、小、中の連続性
Key  words：�Sensory perception　　Nurturing sensibility　　Creative art play　　Educational Continuity 

from Kindergarten/Nursery Schoolto Elementary and Junior High School

要　　　約
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はじめに

　筆者はこれまで、秋田県の小・中学校教員、管理職、あ
るいは教育庁指導主事といった立場から、長く義務教育に
おける造形教育の現場に従事し、子どもの成長に関わって
きた。現在は保育者養成校にて幼児教育の充実に寄与して
いるが、日々教育現場や学生と向き合う中で強く実感して
いるのは、幼児教育と義務教育を別々のものとして捉える
のではなく、子どもの成長に則した連続性のある教育とし
て再構成することの重要性である。
　コロナ禍を境にして、現在のポストコロナに生きている
子どもを取り巻く環境は大きく変わったと言わざる得な
い。対面によるコミュニケーションの機会は大きく減少し、
デジタルデバイスは加速度的に増加して、デジタル依存と
いった新たな課題が顕在化している。画面越しの情報に触
れる時間は増大したが、一方で、自然や素材に直接触れ、
他者と一緒に感動を分かち合うといった「身体性を伴う生
きた体験」は不足しがちな現状にある。こうした時代だか
らこそ、五感を働かせ自分の思いを表現する造形活動が果
たすべき役割は、かつてないほど重要性を増している。
　幼稚園、保育所、認定こども園における幼児教育は、決
して義務教育への準備期間ではない。しかし、義務教育期
における子どもの姿を幼児教育の「明日（未来）の姿」と
して視野に収めることで、今、この時期に本当に必要な関
わりの本質が見えてくる。幼児期にたっぷりと味わった「描
く、つくる」ことの楽しさは、小学校の図画工作科へと繋
がり、やがては困難を乗り越える力や自分を肯定する力へ
と育っていくだろう。一人一人の発達の段階を大事に見と
りながら、その先にある成長の姿を視野に入れることで、
幼児教育の質はさらに豊かなものになるのではないかと考
える。

　本稿では、学校教育の現状や子どもを取り巻く社会状況、
さらには現場の保育者が抱える具体的な課題を踏まえ、感
性を育む視点から幼児教育における造形活動の実践的な手
立てを提案する。そうすることで身体と五感を使って、自
らの感覚に基づいて価値を創造する造形活動の意味と重要
性を、幼・保、小、中の連続性の中で問い直していく。

第１章　現代の学校教育が直面する複合的課題

　2019年末から始まった新型コロナウイルス感染症の世
界的流行から約５年が経過した。学校現場では、コロナ禍
以前から懸念されていた諸課題が、この未曾有の事態を機
に一気に表面化した。一斉休校や分散登校、そしてGIGA
スクール構想の加速といった激動の時期を経て、現在の学
校教育はかつてない転換点に立たされている。本稿では、
コロナ禍以降に顕在化した四つの視点から、教育界が直面
する複合的な課題を考察する。

　第１節　「休みやすくなった学校」の代償
　2020年２月の全国一斉休校要請を起点として、学校に
おける「欠席」の概念は大きく変容した。本来、インフル
エンザなどの感染症には明確な出席停止基準があるが、コ
ロナ禍では「家族に感染の疑いがある場合」も出席停止扱
いとする特例措置が約３年続いた。この結果、学校は「休
みやすい場所」となった。同時に「三密回避」の名の下に、
対面でのコミュニケーションや集団活動が極端に制限され
た。約５年が経過した現在、すでに日常として扱われてい
るその副作用は、深刻で教育そのものに大きな影を落とし
ている。不登校の急増、発達段階における人間関係形成の
未熟さ、体験的学習の不足による集団行動への適応困難と
いった課題は、ポストコロナに顕著化された直接的な余波
といえる。

　第２節　ICT 環境の光とネット依存の影
　コロナ禍と時を同じくして推進された「GIGAスクール
構想」は、１人１台端末という令和の教育スタンダードを
急速に普及させた。ICT活用による授業改善が進んだこと
は画期的な進歩であったが、同時に「タブレット依存」や
「ネット依存」という新たな健康・教育上の課題を加速化
させ浮き彫りにした。既に世界的な問題となっているネッ
ト依存は、子どもの生活習慣や学習意欲に多大な影響を及
ぼしている。推進が最優先された政策の陰で、活用効果の
検証や、教員の ICT 活用能力の格差、そして何より子ど
もの心身の健康をいかに守るかという視点が今、改めて問
われている。

　第３節　効率化の裏で失われる対話
　教職員の労働環境改善を目指した「学校における働き方
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改革」もコロナ禍を機に加速した。過重労働による精神疾
患等の増加を防ぐため、法的措置による負担軽減や組織マ
ネジメントの見直しは必至であった。しかし、現在明らか
になっている課題は、合理化・効率化がもたらした「教職
員間のコミュニケーション不足」である。時間管理の厳格
化は、一部ではジタハラ（時短ハラスメント）、ロジハラ（ロ
ジカルハラスメント）などとも呼ばれ、教員同士が教育観
を語り合い、経験を継承する余裕を奪いつつあるとされて
いる。部活動の地域移行や教員の多忙感の解消は、単なる
業務の合理化では解決しない。学校教育への期待と不安を
抱える社会全体の意識改革が、必要な局面となっている。

　第４節　教員不足と専門性の危機
　社会基盤を揺るがす人口変動の中で、近年、少子高齢化
が顕著になっている。現在、教職はサービス業とまで言わ
れるようになって、教職に対する「ブラックイメージ」は
加速し、深刻な教員不足を招いている。秋田県の現状を例
に挙げれば、［図１］のように、小学校の採用試験倍率は、
2008年の50.9倍から2025年の1.2倍へと激減した。（1）

　各自治体は、試験の早期実施や東京会場の設置など、志
願者確保に奔走しているが、多忙感が解消されていない現
状では、「囲い込み」も限界がある。音楽科や図画工作・
美術科等は、授業時数が少ないため非常勤講師を配置する
傾向があり、教諭での採用人数が限られる。つまり、少子
化に伴う学校規模の縮小は、実技教科の常勤教員不足、そ
れに伴う教育研究会の存立困難を引き起こしている。高齢
化と若年化の両極端化など、「教科指導における教員の能
力格差」も、個人の問題ではなく、教科教育の存続に関わ

る危機的状況といえる。

　これまで述べてきた４点は、それぞれが分離したもので
はなく、学校教育に係る複合的な課題として子どもに大き
く影響している。近年の統計によれば、小・中学校の不登
校者数は、［図２］のとおり、35万人を越え、小学校では
10年前の5.3倍、中学校は2.2倍に増加した。（2）また、［図３］
のように、いじめ認知件数も10年前と比較し、小学校で
は約５倍、中学校では2.2倍となり、人権に関わる重大な
課題となっている。（3）さらに、［図４］のように、通常の
学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒の割合は

【図１】小学校教員採用試験倍率の推移

【図２】不登校児童生徒数の推移

【図３】いじめ認知症の推移
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8.8% に上昇しており、発達障害への対応や経済格差への
配慮もますます重要となっている。（4）

　コロナ禍を経て、教育を学校という閉じた空間だけで完
結させることの限界が明らかになっている。山積する課題
に対し、従来の学校の在り方そのものが今、問い直されて
いる。社会全体で子どもの学びを保障し、教職員が専門性
を発揮できる環境を取り戻すために、抜本的な対策の実施
と社会全体による注視が求められている。

第２章　�子どもを取り巻く社会的環境とデジタル依存の危機

　子どもも社会の一員であり、社会情勢から大きく影響を
受けている。国を挙げた取組から地方自治体独自の施策ま
で、子どもをめぐる主な課題は表１のとおりである。（5）

　子どもは様々な状況の中で生活している。そして大人も
含めてその日常生活は、スマホ、ゲーム機、ＰＣなどの情
報過多、刺激的映像の充満にあふれている。2024年、オッ
クスフォード英語辞典が選んだ「今年の言葉」は「Brain 
rot（脳の腐敗）」であった。これはオンラインコンテンツ
の過剰消費による精神的疲弊や、中毒的な依存状態を指す。
この言葉の背景には、子どもの認知発達が、企業のアルゴ

リズム（注１）による「無限スクロール」に支配されていると
いう深刻な社会的危機がある。
　欧米諸国では、これが単なる個人の嗜好ではなく、公衆
衛生上の脅威であると認識され始めている。イギリス、フ
ランス、オーストラリア等では、幼児や児童のデバイス使
用を法的に制限する動きが加速している。日本でも［図４］
のように、家での遊びが多くなり、子どもの１日の遊びや
体験などの時間が年齢が上がるにつれて短くなっているこ
とが分かる。（6）2025年には、愛知県豊明市の条例化検討が
話題となったが、子どものオンライン化コンテンツの過剰
摂取についてようやく議論が本格化しつつある。
　子どもを取り巻く環境の変化はデバイスの普及だけでは
ない。より深刻なのは、親子のコミュニケーションの質に
変容をもたらしている「スマホファースト」である。例え
ば、子どもとの会話を遮って着信に応じる行為である。大
人は単なる「連絡」と考えていても、未発達な子どもの目
には「自分よりも機械が優先された」という残酷な序列と
して映るだろう。
　このような日常的な目に見えない「存在の軽視」の積み
重ねは、子どもの自己肯定感を根底から揺るがすだろう。
デジタル化によって人を取り巻く環境が便利になればなる
ほど、皮肉にも人としての根源的な繋がりである「まなざ
し」や「共感」が奪われるという現象が起きている。今求
められているのは、単なる利用時間の制限ではなく、デジ
タルに浸食された「親子の時間」と「子どもの脳」を社会
の総意として取り戻すことではないだろうか。

第３章　保育現場のリアリティ

　第１節　造形活動における悩みの実態調査
　　　　　 ―アンケート結果の分析―
　「造形活動で悩んでいることはありますか」という設問
によるアンケートを実施し、保育者119名から有効回答を

【図４】発達障害児童生徒の増加

【図４】子どもの遊びや体験の時間

主な課題・変化の
要因

具体的な状況と懸念事項

社会・構造
の変化

・少子化
・�経済性効率性の
重視

・�大人優先の社会風潮による
子どもへの配慮不足
・�地域社会コミュニティーの
衰退

家庭・成育
環境

・�母子、父子家庭
の増加
・�子どもの貧困・
児童虐待

・�家庭の教育力の低下と人間
関係の希薄化、保育士不足
による外部支援の限界

心身の発達
と困難

・�発達障害
・�いじめ
・�免疫力低下（食
事制限など）

・�特別な支援を必要とする児
童生徒の増加・健康面や人
権に関わる重大なリスクの
顕在化

生活・体験
の変容

・�情報過多、刺激
的映像の充満
・�居場所の喪失
・�自然体験の不足

・�スマホ、ゲーム、PCへの
過度な依存
・�「友達と遊ばない、遊べな
い、場所がない」状況
・�自然との触れ合いが少ない
ことによる感性の硬直化

【表１】子どもをめぐる状況

表１　�質問項目に対して学級担任等が回答した内容から、「学習面又は行動
面で著しい困難を示す」とされた児童生徒数の割合

〈小学校・中学校〉
推定値（95％信頼区間）

学習面又は行動面で著しい困難を示す 8.8％（8.4％～ 9.3％）
学習面で著しい困難を示す 6.5％（6.1％～ 6.9％）
行動面で著しい困難を示す 4.7％（4.4％～ 5.0％）
学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.3％（2.1％～ 2.6％）
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得た。
［調査時期・調査対象者・調査方法］
　2025年11月の保育スキルアップ講座において、本学を
卒業して７ヶ月の保育士41名からは紙面で、他78名の関
係保育園保育士からは、2025年12月～2026年1月31日ま
でにアンケート作成ツールで回答が得られた。
　調査結果の概要は、次のとおりである。
　【題材・活動内容】
　・0〜1歳児向けの適切な製作が分からない
　・�毎月の題材選びに悩み、ネットの情報に依存してしまう
　・�活動のアイデアが乏しく、バリエーションが広がらない
　・「やりたい子」の意欲を引き出す導入の仕方が難しい
　【素材の活用】
　・0歳児から使える素材の知識が不足している
　・素材の適切な種類、大きさ、活用方法の見極めが困難
　・子どもが自由に使える素材が少なく、遊びが深まらない
　【安全面と発達段階】
　・誤飲などの事故防止と安全配慮（特に乳児期）
　・低月齢児に対する活動の許容範囲や適応性が不明確
　・発達に合わせた素材選びが難しく、活動が制限される
　・�子どもの集中力が続かず、活動が短時間で終わってし
まう

　【言葉掛け・提示】
　・活動開始時や導入時の適切な言葉掛けが分からない
　・子どもへの声掛けがワンパターンになってしまう
　・完成した作品の魅力的な展示・掲示方法
　・全員分を仕上げなければならない
　【その他】
　・どこまで具体的に教えるべきか
　・�見本を見せると、全員同じ作品になってしまうが、見
本がないと動けない子もいる

　・準備や片付けが大変
　・すぐに飽きてしまう子、すぐにできたという子の対応

　第２節　保育者の悩みの構造と背景
　「毎月の製作の内容に毎回悩む」「素材をどのように活用
すればよいかわからない」など記述された具体的な声から
は、造形活動そのものの理解不足、保育者自身の造形活動
の経験不足、専門性がないため自信を持てないことなどが
悩みの要因として考えられる。保育者として、「何かをつ
くらせなくてはならない」「何かを与えなくてはならない」
など、使命感はあるが実際に子どもに接すると「思うよう
に作ってくれない」「自分で作るのは楽しいが、幼児に作
らせるのは難しい」という現実に突き当たるようだ。そこ
には、指導観や指導方法、さらには安全配慮や言葉掛け、
素材選びなど多義にわたる課題が潜んでいる。
　また、「小学校、中学校と違って教科書がない」「造形表
現よりも音楽表現、身体表現の指導に関心を持っている」

「造形表現を得意としない、むしろ苦手である」ことなど
も背景にあると考えられる。過去に筆者が指導主事に就い
ていた頃、図画工作科の指導に自信を持てない悩みは、多
くの教科を担任一人で指導しなくてはならない小学校教諭
にもあった。唯一の相違点は、評価が伴う義務教育では、
指導に関する悩みよりも評価に関する悩みが圧倒的に多く
なる傾向が見られたことである。

第４章　�造形教育における「感性」とは何か（指導要領等
の比較から）

　保育者が持つ悩みを解消するためには、造形活動を通じ
て育もうとしている「感性」の正体を明らかにする必要が
あると考える。「感性」という言葉は、三つの指針や指導
要領、造形教育関係図書などでよく使用され、日常的にも
よく目や耳にする言葉である。
　『広辞苑、第七版』には、「①物事を感じとる能力。感受
性。②〔哲〕(sensibility) 外界の刺激に応じて感覚・知覚
が生ずる能力」とあるが、これだけでは曖昧である。平成
30年度施行の保育所保育指針、第２章、２、１歳以上３
歳未満児の保育に関わるねらい及び内容のオ、表現（ア）
のねらい（３）で次のように示されている。

（1）�身体の諸感覚の経験を豊かにし、様々な感覚を味
わう。

（2）�感じたことや考えたことなどを自分なりに表現し
ようとする。

（3）�生活や遊びの様々な体験を通して、イメージや感
性が豊かになる。

　ここでは、「感覚」「感じたことや考えたこと」「イメージ」
と並んで「感性」の語句が表記されている。
　さらに、幼稚園教育要領（H30）解説（7）では、次のよう
に示されている。

　幼児は、生活の中で（中略）感じて楽しんだり、そ
の中にある面白さや不思議さなどを感じて楽しんだり
する。そして、このような体験を繰り返す中で、気付
いたり感じたりする感覚が磨かれ、豊かな感性が養わ
れていく。豊かな感性を養うためには、何よりも幼児
を取り巻く環境を重視し、様々な刺激を与えながら、
幼児の興味や関心を引き出すような魅力ある豊かな環
境を構成していくことが大切である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は筆者）

　保育所保育指針（H30）解説（8）、幼保連携型認定こども
園教育・保育要領（Ｈ30）解説（9）では、次のように示し
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ているが、いずれも「感性」の定義は示されていない。

　生活の様々な場面で美しいものや心を動かす出来事
に触れてイメージを豊かにし、表現に関わる経験を積
み重ねたり、楽しさを味わったりしながら、育まれて
いく。　　　　　　　　　　　　　　　（下線は筆者）

　「感性」を具体的記述で定義付けしているのは、小学校
学習指導要領（H29）解説図画工作編（10）と中学校学習指
導要領（H29）解説美術編（11）である。小学校学習指導要
領（H29）解説図画工作編では、次のように示している。

　感性は、様々な対象や事象を心に感じ取る働きであ
るとともに、知性と一体化して創造性を育む重要なも
のである。表現及び鑑賞の活動においては、（中略）
学習の場、材料や用具、さらには人、時間、情報など
といった児童を取り巻く環境の全てが、感性を育んで
いる。また、感じるという受動的な面に加えて、感じ
取って自己を形成していくこと、新しい意味や価値を
創造していく能動的な面も含めて感性の働きである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は筆者)

　中学校学習指導要領（H29）解説美術編では、次のよう
に示している。

　美術科で育成する感性とは、様々な対象や事象から
よさや美しさなどの価値や心情などを感じ取る力であ
り、知性と一体化して人間性や創造性の根幹をなすも
のである。また感性は、創造活動において、対象や事
象を捉えたり思考・判断やイメージをしたりするとき
の基になる力として働くものである。（中略）対象や
事象からよさや美しさなどの価値や心情などを感じ取
る力を育成するためには、表現や鑑賞の活動を通して
視覚や触覚などを十分に働かせ、これまでの表現や鑑
賞の活動の経験なども生かして、造形の要素に着目し
てそれらの働きを捉えたり、全体に着目して造形的な
特徴などからイメージを捉えたりする造形的な視点を
豊かにする学習が重要となる。　　　　（下線は筆者）

　汐見（12）は、「感性」とは何かについて、「感性が豊かと
いうことは、単に感受力が高いということだけではなく、
知性のあり方が逆に初発の価値判断に影響して深く感じる
ということを含んでいます。感性の教育は、感受性を磨く
ことと、知性の質を問うことがミックスされることを課題
とします」と感性の豊かさについて述べている。

　つまり、「感性」とは、五感で感じたことを頭で整理し「自
分なりの価値」を決める力のことであり、そのため感性の
教育では、単に刺激を味わうだけでなく、感じたことを深
く捉える「知性」も一緒に育てることが不可欠といえる。
したがって、感性教育では、身体を通した感受性の洗練と、
深く感じるための知性の向上を融合させ、豊かな表現や創
造の根幹を養うことが求められていると考えられる。
　さらに、感性が豊かであるとは、単に感受性が高いこと
ではなく、感じたことを知性で整理し、感性と知性を融合
して「自分なりの価値」を決める力が豊かであると捉える
ことができる。
　これらの定義などを踏まえ、子どもの教育に携わる大人
がまず直視すべきは、現代の社会環境において子どもの「感
性」が十分に育まれているかという問いである。乳幼児期か
ら中学生に至るまでの著しい成長過程において、五感を通
じた他者や物事との関わりは、その後の発達を左右する決
定的な要因となる。デジタル化による体験の希薄化が危惧
される今、改めて造形教育の視点から、豊かな感性を育む
ための具体的な手立てを考案していく必要があると考える。

第５章　AI 時代における「造形あそび」の意義

　第１節　AI 時代に必要とされること
　現代は、AI がすぐに「正解」を教えてくれる便利な時
代となった。言葉で伝えるだけでAI が絵を描き、色も自
由自在に変えてくれる。私たちは座ったまま画面に触れる
だけで、何でも知ることができ、何でも作れると言っても
過言ではない。しかしその便利さに慣れるあまり、「見た
だけで分かったつもり」になり、自分の体で感じる体験を
忘れかけているのではないだろうか。そんな今、成長期に
ある子どもたちが本当に必要としているものは何か。それ
をどう届け、どう広げていくかを考えることは、とても重
要な課題である。
　造形活動において子どもは、空間や材料、教師や友だち
といった多様な対象と関わっている。対象を「見る、聞く、
触れる」といった直接的な関わりこそが学びとなり、表現
そのものとなる。特に「遊び」としての造形は、五感と身
体をフルに使い、試行錯誤を繰り返すプロセスに大きな価
値がある。そこでの挑戦や失敗の経験は、新しい発見や達
成感へと繋がり、子どもの世界を豊かに広げていく。
　乳幼児期の探究心が旺盛なのは、ピアジェ（注２）が子ども
を「小さな科学者」と述べているように、生き残りをかけ
て脳が爆発的な発達をするため、周囲のあらゆる変化に敏
感に反応し、情報を吸収するからである。この事に加え、「評
価や結果に縛られない自由」があるからに他ならない。こ
の「自由」こそが「遊びの本質」であり、創造性の源泉と
なっている。
　一方、義務教育段階では、評価の枠組みが成長とともに



― 19 ―

デジタル社会における造形教育と「感性」の育成の役割　―幼児教育から義務教育へ、円滑な接続のための一考察―

意識されるようになってくる。本来の感性を育むためには、
この評価の呪縛を越えて、幼児教育における「自由」の観
点をいかに教育課程の中に守り、繋いでいくかが重要な鍵
となるのではないだろうか。
　これからの教育現場に求められるのは、子どもが心で感
じ、自ら動くための「時間、場所、方法」を大人がいかに
意図的に仕掛けられるかどうかである。また、単に何かを
作らせるのではなく、子どもの「感じる」ことを活動の根
底においた「遊びの本質」を問い直すことだろう。子ども
が自分の感覚を信じ、未知なるものへ挑む「表現の自由」
を保障すること、その環境を整えることこそが、豊かな感
性を育む教育の土台となるだろう。

　第２節　「造形遊び」と「造形あそび」
　小学校の図画工作科では、「造形遊び」は学習指導要領
に位置付けられた活動である。けれども、幼児教育におい
て三つの指針、要領などに「造形遊び」という言葉は定義
付けられていない。
　しかし、幼児教育に関する図書などには、「造形遊び」
という言葉は頻繁に使用されており、幼稚園・保育所など
教育現場でも一般化している。「造形遊び」は「遊び」や「表
現」に含まれている活動として位置付けられており、本稿
では、この後から図画工作科での活動と幼児教育での活動
を表記上の誤解が無いよう、幼児教育での造形活動を「造
形あそび」と遊びの箇所をひらがなで記述する。

　造形遊びについては、小学校学習指導要領（H29）解説、
第２章第２節、（１）「A 表現」で、次のように示している。

　身近にある自然物や人工の材料、その形や色などか
ら思い付いた造形活動を行うものである。児童は、材
料に働きかけ、自分の感覚や行為などを通して形や色
などを捉え、そこから生まれる自分なりのイメージを
基に、思いのままに発想や構想を繰り返し、手や体全
体の感覚などを働かせながら技能などを発揮してい
く。これは遊びのもつ能動的で創造的な性格を学習と
して取り入れた材料などを基にした活動で、この内容
を「造形遊びをする」とし、「A表現」の（１）ア及
び（２）アで取り扱うこととした。

　具体的には、「形や色、質感など材料そのものの特性に
触れて楽しむ活動」「丸めたり、破ったりして、材料その
ものに直接働きかけその変化を楽しむ活動」「並べたり、
つなげたり、積んだりして体全体を働かせて作る喜びを味
わう活動」である。
　造形あそびの意義としては、子どもの想像力を育むこと
に他ならないが、子ども自身が「この材料を使って何を作

ろうかな」「こうやってみたら、この形になるかな」など
想像力を働かせて試行錯誤しながら自分で形にしていくプ
ロセスが大切となる。また、自ら材料を探して「これを使っ
てみたい」「自分で作りたい」と思案し、実際に探し、試
してみるという積極性も育むことが期待できる。

第６章　�五感で楽しむ造形あそび（「見る」以外の感覚を
ひらく手立て）

　人が生まれて早くから発達させている感性は、「触覚」
だと言われている。（フンフリーの研究）赤ちゃんは、母
親のお腹の中にいるときから自分の体に触れる羊水の感覚
や、指をしゃぶる感覚を通じて外の世界を感じ取っている
らしい。続いて発達するのが聴覚（デキャスパーらの研究）、
続いて、味覚と嗅覚（メネッラらの研究）といわれている。
どれも母親のお腹の中で既に感じ取り獲得している感覚で
ある。意外なことに、「視覚」は、生まれた直後はまだ未
発達で視界はぼんやりとしていて、色はまだ判別しにくく
発達が一番遅い。けれども成長とともに情報需要の割合は
大きく変化していく。

【表２】人の五感による情報受容の割合（13）

　［表２］からは、私たちがどれだけ視覚情報に頼ってい
るかが分かる。そこで豊かな感性を育むために、あえて視
覚以外の感覚を積極的に取り入れた造形あそびの実践を提
案したい。

　活動例１ フロッタージュ（擦りだし）

順位 感覚 割合 主な役割・特徴

1位 視覚 83.0% 色、形、文字、距離感など最も多くの情
報を瞬時に処理する

2位 聴覚 11.0% 言葉、声のトーン、環境音などコミュニ
ケーションに不可欠

3位 嗅覚 3.5% 香り、におい。本能や記憶（プルースト
効果）に直結する

4位 触覚 1.5% 温度、硬さ、痛みなど物質の質感を確か
める

5位 味覚 1.0% 甘味や苦味、安全な食べ物かどうかの最
終判断を行う

①�擦り出す対象
を集める

②�クレヨンなど
で擦り出す
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　活動例２ 手で見る鑑賞（アイマスク鑑賞）
　①アイマスクを使った鑑賞（１回目の鑑賞）
　・「触ってみよう」
　・「木かな」「金属もあるな」「金具かな」「飛び出している」
　・「どんな感じがする？」
　・�「ざらざらしている」「金具は冷たい」「流木かな」「木

はあたたかいな」
　・「この作品は何だろう？」
　・「ぽっこりした置物」「手で包みたくなる作品」
　・「アイマスクを外してください」
　・「こんな色だったんだ」「以外におしゃれだな」
　　「やっぱり流木だった」「面白い形だね」
　
　②鑑賞の様子（写真は学生） ↓１回目の鑑賞中

　最初は不安な様子で指先だけで触っていたが、徐々に感
触を確かめるように大胆にしっかりと握り、感想を次々に
述べた。形や質感に関する発言が多かったが、発問によっ
て徐々に手触りから感じたことを言葉にするようになっ
た。

　③アイマスクを外して鑑賞    ↓２回目の鑑賞後

　２回目の鑑賞では、目隠し状態で、タイトルを聞いたと
ころ、「ハリネズミ」「一つ耳の魚」などの発言があった。
アイマスク鑑賞も２回目となると不安が和らぎ発言も多く
なって、感じたことを悩まずそのまま言葉にするように
なっていた。
　アイマスクを外してから鑑賞すると、色を含んだ感想が
増えるが、形に対するイメージが想像していた点と似てい
たことに満足感とおもしろさを感じていた。

　活動例３　粘土遊び（言葉のイメージを形に）
　①紙粘土（注3）を感じる（目を閉じて製作→目をあけて確認）

↑はじめの状態 ↑握ってみる

←のばしてみる　

③�描き加えた
り、擦り出し
た対象と一緒
にコラージュ
したりする
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②「チクチク」という言葉から（目を閉じて製作
　　→目をあけて製作　※以下全てこの手順で）

③「ヒラヒラ」という言葉から

④「ポコポコ」という言葉から

⑤その他の言葉から

　活動例１は、視覚から触覚の過程を通じて、見えている
対象を触覚を使って擦り出していく面白さがある。「描く」
ではなく「擦る」活動である。似たような活動としては、
半立体を平面化する版画製作も考えられる。いずれも触覚
が視覚化された活動である。
　活動例２は、触覚を活動の中心に据えている。特徴的な
のは、アイマスクであえて視覚を遮ることで触覚に精神を
集中させる点である。
　活動例３は、目を一端閉じて視覚を遮断し、その状態で
製作した後に目をあけて、言葉のイメージを視覚の力で補
完している。
　すでに述べたように、人が外部から得る情報の約８割以
上は視覚に依存しているといわれるが、本実践ではあえて

その支配的な視覚を遮り、不自由な状況を創出することを
試みた。そうすることで、人が本来備え持っている潜在的
な感覚を呼び起こし、製作に対する内発的なイメージと表
現意欲を喚起することを一つの有効な手段としている。
　提示した活動例は、人が最も初期に発達させた感性であ
る「触覚」を活動の中心に据えた。本来、触覚は「道具を
操る」「他者と触れ合う」といった日常的な営みにおいて、
手を通じた極めて重要な感覚器官として機能している。し
かし、そのほとんどは機能としての役割であって、感覚的
には無意識のうちに処理されている。よって対象から能動
的に何かを感じ取ろうとする深い探究に至らない場合が少
なくない。そこで本活動では、五感を研ぎ澄ませた「触る」
という意識的な探索行為へと高める工夫を試みた。
　このように触覚だけではなく聴覚、嗅覚、味覚に関わる
活動を再考し、感性を刺激するプロセスを導入することは、
造形活動における表現の深まりを促すとともに、子どもた
ちの創造的な活動の幅を大いに広げるものと期待される。

第７章　「表現の芽」を育むための指導者の役割

　第１節　表現の出発点（心に宿る小さな種）
　造形表現は「無から有をつくり出す表現活動である」と
よく言われたりするが、何もないところに何かがつくり出
されることないだろう。人が表現へと向かう出発点には、
必ず心の中に何かしらの「きっかけ」が存在するのだと思
う。［図５］のように、人は否応なしに外的世界と接触し、
大なり小なりの影響を受け、自分自身である内的世界で感
じたり考えたりして生まれ育っている。
　最初に生まれるであろうイメージ（小さな種）は、自分
の過去の経験値と外的刺激が偶然、もしくは必然的に結び
付き、発生する初期段階の「未熟な表現の種」であり、極
めて曖昧で断片的な意識に過ぎない。それは心の中心に定
まったものでなく、形も位置も不定な状態であろう。
　この種が豊かな表現へと育っていく過程には、いくつか
の条件が必要で、子ども自身が強い動機をもっていれば、
種は自然に心の土壌の中心に収まり、自発的な表現へ繋

↑「ガチガチ」 ↑「ニュルニュル」

【図５】指導者の役割
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がっていくのかもしれない。それでも、すべての子どもの
種が自然もしくは自発的に成長していくとは限らない。初
期段階で強い意欲を持った子どもでも、その後、意欲が継
続しなかったり、幾度かの小さな壁（困難）に出会って発
芽することができなくなったりすることもある。また、芽
を出す段階になってからの意欲や子ども自身が本質的に
持っている表現するためのエネルギー不足によって、膨ら
んだ種が萎んでしまうことも十分に考えられる。このよう
な様々な出来事が、子どもの中で繰り広げられて中で、表
現への「意欲」が芽生えるのを助け、それを豊かに育んで
いくことこそが、保育者や教師といった指導者が果たすべ
き重要な役割であると考える。

　第２節　「何と出会うか」「どう広げるか」
　発芽した芽を豊かにするための教育的アプローチを大き
く二つの段階に区分してみたい。最初の段階は、子どもが
何と出会うかという「環境（素材）」の提示である。この
出会いの段階は、保育者側の狙いがどこにあるのかが問わ
れ、どう出会わせるかでその後の活動に大きく影響する。
次の段階は、その対象との出会いによって発生した芽を「ど
う広げるか」という具体的な援助である。この「広がり」
を支えるためにいくつかの視点が重要となる。
　一つ目は、問いかけの質（自己内対話の促進）である。
単なる作業の進捗確認ではなく、子どもが自分自身の心と
向き合えるような「問いかけ」が求められる。子どもは多
くを聞きたがるが、子どもの質問に答えるだけではなく、
逆に「どう思う？」という問いに加え、「一緒に考えよう」
「一緒に調べてみよう」といった同調意識は、子どもの中
にある言語化されない感覚を意識化させ、意欲の向上とと
もに表現に深みを与えるだろう。
　二つ目は、題材構成の工夫（五感の活用と交流）である。
子どもの心が動くような感動的な出会いを設計すると同時
に、五感をフルに活用できる活動内容にしたい。保育者が
自らやって見せることで表現の可能性を提示したり、あえ
て「余白の時間」を設けて作品をじっくり見つめ直させた
りすることも大切だと考える。また、友だちや保育者との
対話を通じて多様な視点に触れることで、子どもの表現は
大きく枝葉を伸ばし、生き生きとした表現になるだろう。
　三つ目は、共鳴する指導者の「姿勢」である。子どもに
とっては、安心感できる人的環境となっているか否かであ
る。やはり基盤となるのは、指導・援助する者との信頼関
係であり、保育者は単なる観察者や指導者にとどまらない
ようにしたい。子どもと同じ目線で材料に触れ、驚き、楽
しむ共感的な関わりこそが、子どもの安心感を生むだろう。
その姿勢こそが、未熟で小さな表現の種を肯定し、膨らま
し育むための豊かな土壌となる。五感を通じて得た小さな
断片を保育者が拾い上げ、共鳴し、豊かな表現へと導いて
いく。この丁寧なプロセスの積み重ねこそが、子どもの感

性を育む本質的な教育活動だと考える。

　おわりに

　子どもは、心から「楽しい、ワクワクする」と思える活
動の中で、周囲と共感しながら自分を生き生きと表現して
いく。そうした表現活動を通じて、自分なりに形にしたい
という想いが深まり、人としての根底にある「生み出す力」
が育まれていく。生物学者のレイチェル・カーソ 
ン（注４）は、自然の中の不思議に目を見張る感性を「センス・
オブ・ワンダー」と名付け、豊かな人格形成に不可欠だと
説いた。造形教育においても、この「不思議だ」と感じる
力や、素朴な疑問から始まる「問い」こそが、表現エネル
ギーの核となるだろう。
　これからの人工知能（AI）が普及する未来においては、
AI には真似できないアイディアを生み出す力はより重要
になるだろう。その源となるのは、日々の生活の中での「小
さなアイディア」である。自分の身近なところから「思い
付き」や「気付き」、「ひらめき」を積み重ねることは、や
がて大きな創造へと繋がる。だからこそ造形活動において
子どもが自ら発する「問い」を大切に汲み取りながら、未
来を生きる力となる「工夫する心」を育んでいくことが重
要になってくる。
　以上の考察を踏まえ、これからの幼児教育における造形
活動において重視すべき要件として、以下の三点を提示し
たい。
　一つ目は、「体験の質の保障」である。ネット上の二次
情報ではなく、素材の抵抗感や質感に実際に触れる体験を
意図的に整備し、身体を通した「感じる学び」を再構築し
たい。
　二つ目は、「幼・保、小、中の一貫した指導観の共有」
である。幼児期の「自由」な表現を「評価」を伴う義務教
育に繋げる際、子どもの意欲を削がない指導の在り方や連
続性のあるカリキュラム開発が不可欠である。何よりも指
導者が「評価、評定」に縛られないようにしたい。
　三つ目は、「保育者、教員等の支援体制の充実」である。
素材選定や言葉かけに悩む現場に対し、ICTを効率化の道
具として活用しながら、保育者や教員同士の対話や研修を
活性化させて、指導の面白さを実感できる仕組みづくりを
急ぎたい。子どもが心動かされる環境を整え、未知なるも
のに挑むことができる「自由」を保障することこそが、豊
かな情操を育む鍵であろう。
　実現のための施策の視点としては、「新たな形での幼・保、
小、中連携の構築」「小学校における図画工作科の専科教
員の配置や中学校教員に対する小学校での兼務発令」「地
域美術のリソースでもある美術館との連携」など実効性あ
る施策を具体的に推進していく必要がある。
　社会がデジタル化した現代において、子どもをデジタル
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から遠ざけることは既に無理がある。むしろリアルな体験
を優先しながら「デジタルと身体的体験をどう調和させる
か（デジタルウェルビーイング）」という視点での方策が
求められていると考える。

謝辞
　アンケートに協力してくださった聖園学園短期大学附属
聖園幼稚園、社会福祉法人石脇福祉会、能代山本地区保育
士会研修会、社会福祉法人秋田県民生協会鷹巣中央保育園
の皆様、本学を令和６年度に卒業し、スキルアップ講座に
参加いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

【注釈】
（注1）アルゴリズム
　ある問題を解決するための一連の明確な手順や計算方法
（注2）ピアジェ（Jean Piaget）
　�1936年『赤ちゃんの知能の誕生』（La naissance de l'intelligence 
chez l'enfant）においてフランス語で「L'enfant comme petit 
savant（小さな学者のような子ども）」に近いニュアンスで記述
していたが、これが英語圏で "The child as a little scientist" と
訳され、教育学のキャッチコピーのように広まったとされる。

（注3）紙粘土
　�紙粘土はS社の「きまる粘土」を使用。この粘土は、「垂れに
くいから、つくりたい形にしっかりきまる。よく伸びて、滑ら
かな触り心地。乾いても弾力があるので、壊れにくい。粘土同
士も芯材にもよく引っ付く。絵の具を塗っても、混ぜてもきれ
いに仕上がる（HPより）」の特徴がある。
　�一般的に幼・保、小（低学年）では、従来より油粘土を使用す
る場合が多い。油粘土は数年間は固まることがないため何度で
も使えるメリットがある。しかし油特有の臭い、衛生上の問題
などから油粘土を嫌う子どもも多い。

（注4）レイチェル・カーソン（Rachel Carson）
　�1956年に雑誌『ウーマンズ・ホーム・コンパニオン』（Woman's 
Home Companion）7月号に姪の息子であるロジャーと一緒に、
メイン州の海辺や森を歩きながら自然を探索した体験に基づい
たエッセイで発表。その後、1965年、『センス・オブ・ワンダー』 
（The Sense of Wonder）で書籍発表
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学生・保育現場・養成校三者が共有し合う効果的な実習を目指して

―相互に学び合える実習懇談会の在り方を探る―

聖園学園短期大学　准教授　猿　田　興　子
聖園学園短期大学　講　師　佐々木　啓　子

Aiming for Effective Practical Training Shared by students, Childcare Facilities,
and Training School

－ In Consideration of the Discussion Workshop with Mutual Learning －

SARUTA  Kouko
Associate Professor,  Misono Gakuen Junior College

SASAKI  Yoshiko
Instructor, Misono Gakuen Junior College

　聖園学園短期大学では、平成17年度から秋田県内の実習受入れを依頼している園・施設と本学の実習関
係者が１年に１回実習懇談会で意見交換をしている。これまでの実習懇談会を振り返る中で、参加園から寄
せられている事前質問を見直したところ、その内容が今後の実習懇談会の方向性を考える上で重要になるこ
とに気づいた。その一方、課題として参加園数・参加者数の減少が挙げられる。本来であれば全園・施設と
共有すべき内容が参加者だけの共有に限られてしまうということである。これからの実習懇談会が魅力ある
ものになれば参加者の増加につながると考え、アンケート調査を含めた内容の検討が必要となる。
　それに加えて共有すべき情報が受入れ園・施設の保育者と本学の二者間に留まってしまうことである。受
入れ園・施設、保育者養成校、学生の三者が連携を深め、学びを共有し合い、専門性の向上を目的とした実
習を目指すことを重要と考えている。保育現場が専門性向上を目指す思いと本学が目指す専門性のある保育
者養成への思いが、学生の実習を通して融合されてほしい。そして三者がともに高め合える機会のひとつが
実習懇談会であってほしいと願っている。

キーワード：実習懇談会、意見交換、学生、養成校、保育施設間での共有、実習指導、専門性の向上
Key  words：�council on practical training,  exchange of opinions,  sharing among students, training schooi, 

childcare facilities,  instruction for practical training, improvement of expertise

要　　　約
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聖園学園短期大学　研究紀要　第56号（令和８年　2026年）

目次

はじめに
第１章　研究の目的
第２章　研究の方法
　１）実習の実際
　２）実習懇談会の参加状況と質問事項
　３）実習後の懇談会から見えてきた内容と考察
　４）研究の今後
第３章　まとめと課題

はじめに

　聖園学園短期大学の実習懇談会は、実習の目的とねらい、
指導過程を実習受入れ園・施設に伝え、実習の質の向上に
向けた連携を図るため、平成17年度以降実施されてきた。
また、園・施設が学生を受入れ、指導していただくことへ
の感謝を伝える大切な機会でもある。その内容は開始当初
から現在まで大きな変化はないが、令和元年度からは県内
全実習先を３地区に分け、３年サイクルで県央は本学で、
県南は２箇所、県北は２箇所と実施会場を広げている。実
習は実習園と保育者養成校が協働して進めることが求めら
れる。本学の実習懇談会を見直し今後の課題と方向性を精
査したいと考え、３点に着目した。
　第１点として、受入れ園・施設からの貴重な意見や質問
について、実習懇談会で十分に活用できていないことであ
る。実習懇談会の案内文書に記される質問内容は、受入れ
園・施設が感じている実習記録の指導の仕方への戸惑いや
学生の保育への意識の低下、本学の実習指導についての提
案等、様々である。さらに実習懇談会終了後の参加者アン
ケートでは、「聖園短大が実習にどのような願いをもち指
導しているのか、指導内容も詳細に理解できた」とか「園
の実習生に対する指導が適切かどうか迷っていたが、方向
性が理解できたことに安心した」という意見もある。しか
しそれは、実習懇談会の参加者と本学教員の共有であり、
それだけでは本来の目的である保育者の専門性につながる
実習の充実に活かされていないと考えた。
　第２点は、受入れ園・施設の保育者と学生が実習を通し
て学び合うことで、両者が専門性につながる関係性を構築
してほしいということである。2018年に改訂（定）され
た新「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認
定こども園教育・保育要領」施行以降、保育に携わる保育
者の専門性が大きく取り上げられている中、保育者養成校
の指導の在り方も問われている。幼稚園教諭二種免許状お
よび保育士資格の取得を目指す学生を養成する保育科単科

である本学の役割を考えると、実習での学びが重要である
ことに改めて気づかされる。２年間で５回実施される実習
について、学生の学びと受入れ園・施設の思いと本学の指
導内容を共有し合いながら改善していくことが必要であ
る。学生への実習指導が受入れ園・施設の保育者にとって
も学びの機会となり、その結果として保育者自身の専門性
向上へとつながる実習になるために、実習懇談会で話し合
われたことが活かされてほしいと考える。
　第３点は、本学の実習に対する目標を受入れ園・施設の
保育者と養成校の教員に加え、学生も含めた三者で共有す
ることの必要性である。これまで実施してきた実習懇談会
を受入れ園・施設の保育者や学生はどのように捉えている
のだろう。実習懇談会で話された内容を授業内で実習担当
教員が学生に伝え、それをテーマにグループディスカッ
ションを行う程度で、効果ある共有化には至っていない。
また、学生が実習で学んできたことや感じたことを、受入
れ園・施設の実習担当者に具体的に伝える機会もほとんど
ない状況である。実習懇談会で共有し合った内容や実習の
成果や課題について、受入れ園・施設の保育者と養成校の
教員、そして学生の三者が伝え合い、次の実習に活かして
いくための方法について検討したい。
　以上の課題に取り組むことで、保育のやりがいや魅力を
実感し、理解を深めることにつながる実習を目指し、実習
懇談会を窓口として研究に取り組んだ。

第1章　研究の目的

　本学では、年度内最終の教育実習・保育実習が終了した
11月末に実習懇談会を開催している。この取り組みは本
学独自に20年以上継続しているものであり、実習の質の
向上に向けて受入れ園・施設と連携を図り、実習にとって
大切なことについて忌憚のない意見交換ができる機会にし
たいと考えている。また、秋田県内の幼稚園・保育所・認
定こども園・児童養護施設で勤務している多数の卒業生で
ある保育者に、本学が学生にどのような思いや願いをもっ
て実習に向けての指導をしているのか、後輩である学生が
子どもや保育者との関わりからどのようなことを学んでき
てほしいのかを伝え、理解してもらう機会にしたいとも
思っている。
　しかしながら、コロナ禍以降参加者数が減少しており、
多くの受入れ園・施設関係者と意見交換することができて
いない現状にある。参加者の減少は、単に感染症対策とい
うばかりでなく、実習懇談会が「参加したい」、「実習生に
ついて、養成校ともっと語りたい」と思う場になっていな
いためではないだろうか。そこで、受入れ園・施設と本学、
さらに本学学生にとって意見交換されたことが活きる、魅
力ある実習懇談会の在り方について考える必要があると感
じ、秋田県内の実習園・施設を対象に今後アンケートおよ
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び聞き取り調査を行い、研究することとした。

第２章　研究の方法

１）実習の実際
　本学における実習は、１年次９月に教育実習Ⅰ（幼稚園、
幼保連携型認定こども園）、２年次11月に教育実習Ⅱ（幼
稚園、幼保連携型認定こども園）を実施している。また、
１年次11月に保育実習Ⅰ（保育所、幼保連携型認定こど
も園）、２年次６月に保育実習Ⅱ（保育所、幼保連携型認
定こども園）、２年次夏季休業中の８月から９月にかけて
２班あるいは３班に分かれて保育実習Ⅰである施設実習を
実施している。

２）実習懇談会の参加状況と質問事項
　実習受入れ園・施設への案内送付様式に出欠連絡ととも
に事前質問を記入していただいている。案内が届くことで、
実習について話し合う機会になり、質問等について共有す
る機会につながってほしい。実習懇談会参加者に限らず、
園・施設内の実習担当保育者が実習について感じているこ
とを、できるだけ吸い上げたいと考えている。
　令和元年度から令和７年度までの実習懇談会を年度別に
分類している。対象地域と参加園・施設数、参加人数（カッ
コ内）、事前質問の内容は以下のとおりである。

【令和元年度】県北地区（大館市、能代市）

出席園・施設数　19園　20名

保育所	 ８（８）
認定こども園	 ９（10）
児童養護施設	 ２（２）

・�技能、理論も大事だがより保育の心を大切にしたい
と感じる。
・�令和２年度４月より成人棟と児童棟に分かれ運営す
ることとなった。児童は定員10名となる。
・�聖園学園短期大学から、当園への実習生の受け入れ
はなかったが、今後のため勉強させていただきたい
と考えている。
・�県内の就職状況について聞きたい。
・�実習に活かすため在学中のカリキュラムについて教
えてほしい。１年生の実習時は、どのあたりまで学
んでいるのか。

【令和２年度】中央地区（聖園学園短期大学）

出席園・施設数　42園　42名

保育所	 22（22）
認定こども園	 13（13）
児童養護施設	 ７（７）

・�実習記録について。当園では直接記入してもらい、
担当者が目を通した後、訂正部分に付箋を貼る等し
て対応している。その後、訂正された部分が分かる
ように二重線等引き、書き直してもらうことになる。
（指導された箇所がわかるように）学校側では、どの
ような記入の仕方が望ましいと考えているのか（下
書きさせてからの清書等）教えてほしい。
・�実習記録について。記録を日々提出してもらってい
るが、ページをコピーし、そこへ鉛筆書きして提出
した学生がいた。こちらの判断で実習記録へペン書
きして提出してもらったが良かったのか知りたい。
後日見直した際、加筆・訂正のあるほうが役立つの
ではないか思い対応した。
・�受入れ園に行って実習ができなかった（コロナ禍）
ことは大きな困難であるが、それに変わる実践的な
学びはできたのか。
・�4月に新設した園である。今年は実習生に周知されて
いないと思うが、来年からは引き受けたいので実習
生を待っている。また、今年度の就職希望者も同様
にお待ちする。
・�実習に来ていただいているが、園児数減少で混合保
育となっている。どのクラスに入るにしても行事以
外はほとんど同じ活動になって実習生の学びになる
のか心配になる。
・県内の就職状況について聞きたい。
・�実習に活かすため在学中のカリキュラムについて教
えてほしい。１年生の実習時は、どのあたりまで学
んでいるのか。
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【令和３年度】県南地区（横手市、大仙市）

出席園・施設数　29園　29名

保育所	 19（19）
認定こども園	 ８（８）
児童養護施設	 ２（２）

・�実習記録について。一日のねらい（視点）をもって
実習していることがわかる記録の書き方が実習生も
園側もより共有できると思う。
・�実習における ICT の利用について、具体的な導入内
容の検討をしてほしい。リアルタイムで実習生の状
況確認や指導の調整が行えるとよりよい実習期間に
なると思う。
・�学年により観察実習・部分実習・参加実習・全日実
習を何時間行うか決まっているのか。
・日案以外（月案・週案）を学んでいるのか。
・今年の就職状況について聞きたい。
・�学生の出身地・卒業後の勤務地・実際に保育現場に
就職する割合等について聞きたい。
・�“ 園に任せる ”ということが多いので、学校側の指導
はどうしているのか（記録の修正の仕方等）。評価の
項目が多く、何を基準にして評価をすればいいのか
迷う。（評価５や４は、どのような姿なのか）
・�実習生のフレッシュな目線での意見を参考にしてい
る。
・�実習で学生が心がけていることについて教えてほし
い。

【令和４年度】県北地区（大館市、能代市）

出席園・施設数　12園　12名

保育所	 ４（４）
認定こども園	 ６（６）
児童養護施設	 ２（２）

・�卒業する学生の県外流出の割合や直近の就職状況等
に関心がある。
・�２年生の部分・責任実習の場合、“子どもの主体性を
考える保育 ” を行うために一斉保育を推奨しない。
指導する側として、どのようにしたら良いのか。

【令和５年度】中央地区（聖園学園短期大学）

出席園・施設数　63園　63名

幼稚園　　　　　　８（８）
保育所　　　　　　22（22）
認定こども園　　　13（13）
児童養護施設　　　７（７）

・�設定保育を前提とした指導計画の立て方・指導方法
に迷う。（他園の状況を知りたい）
・�土曜日の実習取り扱い、実習生の休憩時間の取り方
（他園の状況を知りたい）
・�実習記録の記入時間や休憩時間の取り方（他園の状
況を知りたい）
・�保育を学ぶ姿勢はもちろんのことだが社会の中のマ
ナー（挨拶・言葉・行動等）も大事である。保育者
たちも不適切なことがないようにしていきたい。
・�学年によりそれぞれねらいをもって実習に来ている
と思う。その中で戸惑いを含め感じたことが話しや
すい雰囲気をつくるようにしている。実際に実習を
するに当たり、不安等どのようなことを感じている
のかを事前に知りたい。
・�実習記録について。修正箇所について迷う。二重線
を引いて修正した方が、後から見返したときに良い
と思うがどうか。
・�昨今、SNS等で人と人とが簡単につながる状況です。
個人情報についての取り扱いを含めどのような指導
（どのような科目で、具体的に）学生は学んでいるの
か。
・�学生が就職をする中で重要視していることは？県内
外の就職率や就職業種の傾向は？ 
・�未満児保育園への実習時期は？学生の０、１、２歳
児の保育実習に対して求める内容は。
・�他種施設での実習プログラムについて知りたい。
・�実習記録の内容が良かった。今後の参考にしたいと
思った。
・�実習記録の記入の仕方はどこまで統一されているか。
施設側はどこまで指導すべきか。
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【令和６年度】県南地区（横手市、大仙市）

出席園・施設数　21園　22名

保育所	 11（12）
認定こども園	 10（10）

・�生活態度（挨拶・言葉遣い・座り方・実習記録での
文字や文の使い方）等を含め、学校ではどのように
指導されているのか。“ 本当に保育者になりたいの
か？ ” と思えるような実習生が時々いる。担当保育
教諭は忙しい中の指導のため、どこまでどのように
指導して良いかたいへん悩む。質の高い保育者養成
のために、実習懇談会を開催していただき感謝して
いる。

【令和７年度】県北地区（大館市、能代市）

出席園・施設数　５園　５名

保育所	 １（１）
認定こども園	 ３（３）
児童養護施設	 １（１）

・�日頃より北秋田の教育保育をお支えいただき感謝し
ている。少子化に歯止めがかからないまま、過去数
年間の出生予想を下回る現状が続き、教育・保育現
場では入園園児数減により閉園、合併を考えなけれ
ばならない現状に頭を抱えている園が増えている。
地域と連動した新たな教育保育の形（多機能）を模
索している園も少なくないと考ええている。今始まっ
たことではないが、子ども主体、人権擁護、遊びの
保障、インクルーシブ保育、ウェルビーイング、多
様な考え方をもつ特性を認め合い、自己肯定の上で
その得意分野をさらに磨きあげていくと考えた時、
限られた保育士養成期間の中で、学生自身の特性を
助長するような取り組み教えていただきたい。
・�来年度８～９月に２名の受け入れ予定となっている。
よりよい実習となるよう会に参加した。

３）実習後の懇談会から見えてきた内容と考察
　令和元年度から県北・県南地区における実習懇談会を２
箇所での開催にしたことで、それ以前より細かく、学生の
具体的な姿を基に話し合いができるようになった。その中
で、受入れ園・施設と本学の実習に対しての意識の違いが
見えてきた。もちろん、双方ともに実習が学生1人1人の
学びになってほしいという願いは共通している。しかし、
実習終了後に学生から実習状況の聞き取りをすると、受入
れ園・施設と本学、双方の意識に齟齬が生じていると感じ
られる。
　１年次の実習事前指導では、保育の知識や技能が十分で
はない学生たちが実際の園生活において子どもの魅力や子
どもと生活する喜びを実感することや、子どもの成長・発
達のために保育者が行っている配慮や援助を学ぶことを目
標としている。しかし、実習懇談会の際に受入れ園・施設
側からたびたび話題に上る「実習態度の悪さ」や「意欲」、
「積極性」等、実習のマニュアル的事項の指導を優先しが
ちとなり、本来ならば実習で最も体感してほしい「保育の
すばらしさ」を意識できる授業内容にはなっていないのか
もしれない。また、2年次では、日々の子どもとの関わり
や責任実習への取り組みの中で自らの保育を省察し、保育
者になるために必要な知識や技能を身に付けることが意識
できるよう指導をしたいと考えてはいるが、指導計画作成
の指導が主になってしまい、「実習を楽しむ余裕や気持ち」
をもてないことも確かである。子どもと関わる経験が少な
いため見通しをもつことが難しく、そのため失敗が多いの
は当然のことなのに、学生たちの中に「実習への不安感」
が増大し、期待感を上回ってしまうのかもしれない。そう
であれば、実習懇談会で意見交換されたことが実習事前指
導に活かされているとは言えないのである。
　一方、受入れ園・施設の中には、学生ではあっても近い
将来保育者になる者として即戦力を期待している様子も見
られる。受入れ園・施設からは「実習生が良い保育者に育っ
てほしい。そのために保育の様々な業務も経験してもらっ
ている。」と、様々な保育業務を手伝う機会をいただいて
いる。しかし、そのことが学生にとって過度な負担となり、
結果的に実習記録の作成時間の減少につながる場合もあ
る。「睡眠時間が十分に確保できない」、「実習がつらかった」
という学生からの振り返りも見られ、実習への負担感につ
ながっているように感じる。「実習が楽しい」と感じられ
る状況でなければ、「学びとなった実習」という充実感に
はつながりにくく、保育者になりたいという熱意ももちづ
らいものと考える。
　また、学生と受入れ園・施設との間に生じる齟齬として
感じている「実習」と「就職」の関係性について本学では、
「実習は授業の一環であり、就職とは区別されるもの」と
いう意識であり、学生にもそのように指導している。しか
し、実習から就職につなげたいと考えている園・施設もあ
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り、実習中に当該園への就職の意思の有無を確認される
ケースもあった。保育現場の人手不足が原因であることは
理解できるが、実習中に就職の誘いを受けることは、学生
にとって大きなプレッシャーになることもある。受入れ園・
施設と本学、お互いの立場の違いにより、なかなか話題に
取り上げることができかったことではあるが、学生が平常
心で実習に取り組むためには、受入れ園・施設にも了解を
促す必要があると考える。
　以上の養成校がもつ受入れ園・施設への要望とともに学
生の効果的な実習を目指す観点も実習懇談会を活用して周
知に努めていくべきである。実習懇談会で得た情報や学び
を実習指導につなげていき、それが実習内で活用されるこ
とで学生にも受入れ園・施設にも有益な実習になるものと
思われる。
　『保育実習指導のミニマムスタンダードVer. ２』には「養
成校と現場での理解促進のための定期的な懇談会や共同で
の研究会参加、実習指導者研修の充実が求められる」とあ
る。（１）本学がこれまで指標としてきた内容に留まらず、現
場の保育者と養成校がともに理解し学び合える場や内容を
設定していくべきと考えている。
　本学における実習懇談会20年を振り返ると、令和元年
から参加者の交通の利便性を考慮し、県南地区を２箇所・
県北を２箇所と懇談会場を増やしたが、コロナ禍の影響も
あり参加園数・参加者数は減少している。受入れ園・施設
との連携のため、あるいは協働的な関係性を構築するため
に本学が重要と考えている実習懇談会であるが、受入れ園・
施設側では、毎年内容に変化がないのであれば再度参加し
ようという意欲につながらないことや参加すること自体に
魅力を感じない等の理由により参加者が減少していること
が考えられる。
　その反面、本学は参加した園・施設数が少ないことで緊
密に意見交換ができるメリットを感じている。実習懇談会
に参加した保育者から、実習の中で学生から聞いていた情
報が、本学で指導している内容と違っていたことを確認で
き、明確になったという声が聞かれた。少人数であるから
こそ自園の実習指導について躊躇せず話してくれ、本学も
その意見を基に学生にとってより良い実習環境について相
互に意見を交わす好機となったように感じる。
　参加人数の減少という課題に取り組むとともに参加者が
連携できたことや学生を通して自分たちの保育や実習指導
について気づくことが多い有意義な実習懇談会を企画すべ
きである。

４）研究の今後
　ここまで本稿では、これまでの本学の実習懇談会を養成
校としての立場から振り返ってきた。
　毎年寄せられる意見や要望を改めて確認しながら、実習
懇談会への参加者を増やしたいという単純な結果だけでな

く、多くの園・施設の保育者の意見を聞いて、興味をもて
るような実習懇談会にする必要性を感じている。
　実習懇談会は、受入れ園・施設と本学教員が実習を中心
として対面で語り合うこと、実習での疑問や悩み、気づき
だけを伝えるのではなく、互いの思いや意見を語り合う機
会と捉え、受入れ園・施設、養成校に加え、学生の三者が
ともに学び合い、育ち合える場にしたいと思っている。改
めて異なる立場ごとに、どのような実習を求めているのか
を整理するため、アンケート調査を実施する。実習懇談会
に参加したことがある園・施設だけでなく、「参加したく
てもできない」、「実習懇談会にあまり興味をもったことが
ない」という園・施設の保育者の声も広く知ることができ
たらと感じている。従来通りの型にはまった懇談会ではな
い、受入れ園・施設、本学、学生にとって有益な実習につ
なげていくための開催内容を熟考したい。
　アンケート調査の内容は資料１として示している。なお、
アンケート調査内にある点線の囲みはアンケート作成にあ
たり、意図した事項である。
　また、アンケート調査とともに受入れ園・施設への聞き
取り調査も今後予定している。実習懇談会の開催場所から
比較的遠隔地であるため参加しにくさを感じている、最近
実習生を受入れた、実習懇談会には参加したことがない等、
様々な立場の園・施設を対象として対面で聞き取り調査し
たいと考えている。多くの意見を聞くことで、より詳細に
相互の現状を知り、実習懇談会の改善・充実につながる研
究を進めていきたいと考えている。



― 31 ―

学生・保育現場・養成校三者が共有し合う効果的な実習を目指して　－相互に学び合える実習懇談会の在り方を探る－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

実習懇談会アンケート 

 

  

【１】実習懇談会にご出席いただいたことのある方の職位・役職に〇をつけてください 

 

   ① 施設長   ② 主任   ③ 実習指導担当者   ④ 実習クラス担任    

 

   ⑤ その他（               ）   ⑥ 参加したことはない 

 

【２】ご出席いただいた方の保育経験年数をお書きください 

 

             年 

 

【３】現在、11月保育・教育実習終了後に開催している実習懇談会の時期は適切だと思いますか 

     

   ① とても適切だと思う      ② まあまあ適切だと思う  

 

   ③ あまり適切だとは思わない   ④ 適切とは思わない 

 

【４】【３】の回答の理由や開催時期についてのご意見を具体的にお書きください 

  例） 実習後すぐに開催してほしい  現在より早い時期がいい 

 

  

 

【５】現在、開催している実習懇談会の時間（13：30～16：00）は適切だと思いますか 

 

   ① とても適切だと思う      ② まあまあ適切だと思う  

 

 ③ あまり適切だとは思わない   ④ 適切とは思わない 

 

【６】【５】の回答の理由や開催時間についてのご意見を具体的にお書きください 

  例） もっと早い時間にしてほしい 

 

 

 

 

 
 

施設長、実習担当者、クラス担任等立場の違

いにより意見内容に違いがあることを考慮

し、参加者の職位や役職、保育経験年数の傾

向を把握しようと考えた。【１】【２】 

本学が一方的に決定してきた事項に

不都合はないのかを確認するため

【３】【５】【７】【９】を設定し、検

討してほしいことを【４】【６】【８】

【10】で自由に記述していただく。 
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【７】県北、中央、県南各地区の3年サイクルで開催している実習懇談会の回数は適切だと思います

か 

 

   ① とても適切だと思う      ② まあまあ適切だと思う  

 

③ あまり適切だとは思わない   ④ 適切とは思わない 

 

【８】【７】の回答の理由や開催回数についてのご意見をお書きください 

  例）３年サイクルではなく、毎年実施してほしい  実習毎に実施してほしい 

 

 

 

【９】県北２か所（大舘、能代）、中央１か所（本学）、県南２か所（大仙、横手）で開催している 

実習懇談会の場所は適切だと思いますか 

 

   ① とても適切だと思う      ② まあまあ適切だと思う  

 

③ あまり適切だとは思わない      ④ 適切とは思わない 

 

【10】【９】の回答の理由や開催場所についてのご意見をお書きください 

   例）開催場所まで遠いため出席しにくい  １地区２か所にする必要はない 

     たくさんの園の情報が知りたいので、以前のように中央地区１か所開催がいい 

 

 

 

【11】これまで実習懇談会に参加いただいた職員の方がお答えください 

実習懇談会は実習指導に役立ちましたか 

 

   ① とても役立ったと思う      ② まあまあ役立ったと思う   

 

③ あまり役立ったとは思わない     ④ 役だっていない   ⑤ 参加したことがない  

 

【12】具体的にどのような点が役立ったのかをお書きください 

                      
 実習指導に本学の実習懇談会の内容が活かされている

のかを尋ねたことがなく、それでは双方向の学びにつ

ながらないことを懸念して【11】を設定した。どのよう

に役立っているのかを具体的に記述していただくのが

【12】である。 
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第3章 まとめと課題 

これまでの実習懇談会を振り返る中で、筆者ら

第3章 

 

【13】実習懇談会の内容についてうかがいます。各項目について1つお選びください 

（〇をつけてください） 

 

 とても必要 
まあまあ 

必要 

あまり必要 
ではない 

必要ない 

実習の位置づけ、カリキュラム     

実習に対する本学の思い     

実習後の学生のふりかえり、自己評価     

指導計画作成上の学生の現状     

実習中の指導に困った事例     

他園との情報交換     

実習評価の基準     

実習園から本学への要望     

本学から実習園への要望     

 

 

【14】上の内容以外で、さらに詳しく意見交換したいことをお書きください 

 

 

 

 

 

 

【15】聖園短大や実習生についてお気づきのことや要望等をお書きください（実習懇談会の内容以外

のことでもお書きください。実習事前事後指導の参考にさせていただきます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本学では重要と捉え、［実習の位置づけ、カリキュラム］、［実習に対

する本学の思い］は毎年伝えているのだが、参加者から「学生の

“今”が知りたい」という声があった。受入れ園・施設側の興味や

知りたい情報と本学が発信する情報が一致していない場合もあるた

め、【13】を設定して受入れ園・施設の思いを把握したいと思った。 

【13】の表中にある内容以外で、さらに詳しく知りたいことや 

意見交換したいことについての質問が【14】、【15】である。本学 

の実習担当教員には気づけなかったことを保育現場から示してい 

ただけることで、保育現場の視点で学生の指導に活用できると考 

えている。 
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第３章　まとめと課題

　これまでの実習懇談会を振り返る中で、筆者らはその意
義を大切に臨んでいるつもりだったが、養成校として実習
懇談会を開催し参加園・施設に実習事前事後の指導内容や
学生の状況を伝えることで満足していた。同時に参加人数
の増減や事前の質問事項へ対応するためにはどのような準
備が必要か等に捉われていたように感じる。実習懇談会全
体の望ましい在り方や内容について丁寧に分析・評価しな
がら次回の実習懇談会につなげていく必要性を改めて感じ
ている。
　この研究は当初、受入れ園・施設との連携を図ることや
実習懇談会への関心を高め、参加したくなる内容を探るこ
と、受入れ園・施設と本学のより良い関係性構築が学生の
実習に還元されることを目的として始めたものだったが、
それだけに留まらない広がりがあった。
　受入れ園・施設が決定するまでの経過についても再考す
るきっかけとなった。１年次５月当初に教育実習ⅠとⅡの
実習先、６月当初に保育実習ⅠとⅡの実習先、７月末に施
設実習先を各自が情報収集し、学生自身が選択することか
ら始まる。それを受けて実習担当教員が受入れ園・施設に
内諾を求める電話連絡を行う。その後、実習担当教員が受
入れに不都合のある園を学生に伝え、移動等人数他調整を
行う。事務的な対応は本学事務局に移行し「今年度の実習
と次年度依頼」文書を送付、受入れ園・施設からの返信を
まとめて、最終的な実習名簿を作成し、学生への周知とい
う流れとなっている。現在の状況では、入学間もない学生
が実習というイメージをもてないまま実習先を選択するこ
と、特に２年次の実習先まで選択することは見通しもなく、
とりあえず選択することになってしまう。受入れ園・施設
から「他県養成校の実習生と重複してしまうために実習の
受け入れはできない」と断られてしまうことを懸念して、
選択の時期が早くなっていることが理由である。
　実習懇談会の意見交換にて参加園から「１年生時点で実
習先が決まっていることで学生が実習した園で２年生でも
体験したいと希望するときに困るのではないか」、「２年生
進級後、就職を意識して実習したいときに選択できたら良
いのではないか」等の提案もあった。学生が就職を考える
選択肢のための実習ではないことを実習懇談会で説明して
いるが、学生自身に適した実習先を選択できるシステムと
時期を再考する必要性を実習懇談会における意見交換から
強く感じた。
　実習懇談会開催に向けての事前質問には、本学の指導内
容や本学の受入れ園・施設に対する要望、実習記録に対す
る指導方法の周知等の質問や提案が多数寄せられている。
当初は受入れ園・施設が学生に望む保育に対する姿勢や社
会性の有無等に意見が寄せられるものと覚悟したが必ずし
もそうではなく、実習する園に起因する指導の違いや共通

点を確認したい、評価の基準を十分に理解できていないた
め、他の園の評価方法についても知りたい等、実習懇談会
で実習指導についての情報を互いに公開し、意見交換を望
んでいるように感じた。
　本学では責任実習に向けて、設定保育の指導計画の作成
を課しているが、「学生が作成した指導計画を基にした保
育では子どもの主体性を尊重していないのではないか」と
いう意見もあった。それまで実習懇談会の場ではあまり取
り上げられなかったことが事前質問を設けることで、受入
れ園・施設でも疑問をもったり不安を感じたりしていると
認識できた。
　受入れ園・施設は実習を受入れる意義をどのように感じ
ているのかと考えた。現場の保育者からは、「自身の日々
の保育を振り返る機会となる」、「学生の実習記録に目を通
すことで新たな子どもの姿を知るきっかけとなる」、「日々
実習生と語る中で新たな自分の保育観に気づく」等の意見
が寄せられた。学生のための実習ではあるが、現場で勤務
している若い保育者の人材育成の意味もあることがわか
る。実習の指導を担当した学生に対して、「将来の保育者
として、学生のうちから保育の仕事に関心をもち、理解を
深めてほしい」と願う気持ちをもつことも含まれている。
　しかし、現在の実習懇談会では、受入れ園・施設が「実
習生を受入れて良かった」、「受入れ園・施設職員も実習生
と一緒に成長できた」という達成感や充実感につながる深
い学びの機会とはなっていないことが残念に思われる。
　大塚氏らは「保育実習を異なる立場の者が関わる出会い
の機会として捉え、その出会いを通して対等に学び合う姿
勢、高め合う姿勢をもつことが、良い実習につながると考
えた。」と『保育実習を通した実習生・保育者・養成校の
協働的学び』の中で述べている。（２）実習懇談会で意見交換
されたことが受入れ園・施設の保育の質の向上、本学の実
習指導の充実、学生の保育者としての専門性の向上につな
がるものと期待できる。
　もうひとつの課題として、実習懇談会で意見交換された
内容は参加園・施設の参加者と本学教員のみの共有である
ことが挙げられる。実習懇談会への参加者は、年々減少し
ているため、実習懇談会の中で意見交換された内容が受入
れ園・施設、養成校、学生の三者にとって重要なことであ
れば、実習の受入れをしていただいている園・施設すべて
と共有し、次回参加を促すためにも伝達する必要がある。
意見交換からの学びを多くの園にどのように伝えるのかに
ついても検討しなければならないと考える。
　受入れ園・施設と本学が日頃ゆっくり意見交換する機会
をもてない状況の中、互いの思いを伝え合う貴重な機会と
なる実習懇談会の望ましい在り方を探るためにも、県内の
受入れ園・施設を対象にアンケート調査および聞き取り調
査を行い、その調査結果を精査・分析し、実習懇談会の充
実を図り、受入れ園・施設とのより良い関係性の構築につ
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ながることを目指したいと考えている。その結果として参
加者が増加し、さらに実習受入れ園・施設が「参加してみ
たい」と思えるような実習懇談会の開催につなげていきた
い。

< 引用文献 >
⑴�一般社団法人全国保育士養成協議会（2018）『保育実習指導の
ミニマムスタンダードVer. ２』中央法規　p.173
⑵�大塚紫乃・髙村真希・浅香聡彦・新保雄希・境佑二（2025）『保
育実習を通した実習生・保育者・養成校の協働的学び』江戸川
大学紀要第35号　pp.353 ‐ 361

< 参考資料 >
聖園学園短期大学『実習の手引き』（2023）
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保育士養成課程における施設実習の成果と課題に関する考察
聖園学園短期大学　講師　藤　原　法　生

A Study on the Achievements and Challenges of Child Welfare 
Facility Training in Childcare Worker Training Courses

FUJIWARA Norio
Instructor, Misono Gakuen Junior College

　保育士養成課程における施設実習について、聖園学園短期大学学生の実習開始前の関心、意欲は教育実習
や保育所実習に比べると低いものと考える。一方で、実習終了後には、経験や学びに充実感や達成感を得る
など、施設実習を肯定的にとらえる学生が多い。本研究では、施設実習に取り組む学生（２年生）を対象に、
実習前後の意識、学びの成果、課題等について調査分析し、その実態を明らかにすることを目的とした。ま
た、実習指導のあり方についても考察した。
　実習開始前の意識についての調査では、88％の学生が「不安」と回答し、実習終了後の調査では、99％
の学生が「意義があった」と回答した。仮説のとおり、実習前後の意識の変化は非常に大きいことが分かっ
た。
　また、実習開始前の期待と不安、実習終了後の成果と課題の具体的な内容についても、児童福祉施設の種
別ごとに調査分析した。結果は施設種別により異なるが、「実習施設」や「支援の内容についての理解」など、
概ね実習開始前に期待した事項が成果として多く挙げられていた。一方で、実習開始前に不安としていた、「児
童との適切な関わり」や「専門的対応」といった専門的かつ実践的な活動や学びに課題があることが分かっ
た。
　以上のことから明らかになった期待、不安、成果、課題を踏まえ、事例学習や演習などを積極的に取り入
れた教育・実習指導を行うことにより、実習開始前の不安を軽減することができれば、施設実習の成果と意
義がより高まるものと考える。

キーワード：保育士養成課程、施設実習、実習開始前の期待と不安、実習の成果と課題
Key  words：�childcare worker training courses, training at child welfare facility, expectations and anxieties 

before starting the training, achievements and challenges of the training

要　　　約
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目　次

はじめに
　１　聖園学園短期大学の施設実習の概要
　２　先行研究
　３　研究の目的
　４　研究方法
第１章　実習前後の意識
　１　実習開始前の期待と不安
　２　実習の意義の有無
第２章　実習開始前の期待と不安、実習の成果と課題
　１　児童養護施設
　２　乳児院
　３　障害児施設
　４　母子生活支援施設
　５　児童相談所（一時保護施設）
　６　児童自立支援施設
おわりに

はじめに

１　聖園学園短期大学の施設実習の概要
　保育士養成課程における「保育実習Ⅰ」は、保育所等で
行う実習と、保育所以外の児童福祉施設で行う実習で構成
されている。このうち、保育所以外の児童福祉施設（以下、
児童福祉施設）で行う実習を、一般に「施設実習」と呼称
している。
　聖園学園短期大学（以下、本学）では、施設実習を２年
次夏季に実施している。実習施設は、児童養護施設、乳児
院、障害児入所施設、児童発達支援センター、母子生活支
援施設、児童相談所（一時保護施設）、児童自立支援施設
の計18施設である。実習期間はすべて10日間である。また、
同一期間での受入人数に限りがあるため、Ａ班・Ｂ班・Ｃ
班の３期間に分けて実施している。現在は、学生数が減少
したことにより２期間でも実施可能だが、学生が可能な限
り希望する施設で実習することができるよう、３期間での
実施を継続している。
　本学学生は、本学に入学を希望する段階において、その
多くが保育所、認定こども園、幼稚園等で働くことを希望
しているため、児童福祉施設に対する関心はもとより、施
設実習に対する関心も教育実習や保育所実習に比べて低い
と考えられる。また、児童福祉施設の実態についての理解
が不足していることにより、施設実習や実習施設に対し不
安に感じる学生が多いことが、施設実習に対する意欲や期
待感の低さにつながっているものと推測する。

　これに対し、実習終了後には、経験や学びが豊富である
ことに充実感や達成感を得る学生や、10日間では物足り
ないと感じる学生が多い。
　保育所等での実習や教育実習は、２年間で２回ずつ実施
していることに対し、施設実習は２年次の１回しか実施し
ないにもかかわらず、学生にとって、施設実習における経
験や学びは非常に大きく、その後の学修や卒業後の進路選
択にも影響を与えているものとなっている。

２　先行研究
　施設実習に対する学生の意識調査や、実習指導に関する
先行研究は多くある。学生の実習に対する意識に関する研
究では、実習開始前の不安が実習終了後の肯定感に変化し
た結果を示すものがある。
　本学学生も、実習前後の意識の変化については、同様の
結果となると予想した。そのうえで、他の研究では、その
内容を選択肢方式で分析しているものがあるのに対し、本
研究では、それを学生の自由記述をもとに分析することで、
より具体的な根拠を明らかにするものである。さらに、そ
の具体的な内容をもとに、実習指導のあり方についても考
察した。

３　研究の目的
　2023年度と2024年度の施設実習を行う学生（２年生）
を対象に、実習前後の意識、学びの成果、課題等について
調査分析し、その実態を明らかにするとともに、効果的な
実習指導のあり方について考察することを目的とした。

４　研究方法
　2023年度と2024年度に施設実習を行った学生（２年生）
を対象に、実習開始前には施設実習に対する「期待と不安」
と「その内容」について、実習終了後には「実習の意義の
有無」と「成果と課題」について調査した。いずれも質問
紙調査（集合調査）で実施した。
　回答方法は、「実習開始前の期待と不安」、「実習終了後
の意義の有無」の２問については選択式、その内容につい
ては自由記述とした。自由記述については、学生の回答の
中から類似している語句を文脈から判断して分類し集計し
た。
【調査の実施時期】
　2023年度　実習開始前：7月　実習終了後：９月
　2024年度　実習開始前：7月　実習終了後：９月
【質問紙の内容】
実習開始前
　質問１．期待することは何ですか（自由記述）
　質問２．不安なことは何ですか（自由記述）
　質問３．�期待と不安、現時点で大きいのはどちらですか

（二者択一）
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実習終了後
　質問１．自身の実習成果は何ですか（自由記述）
　質問２．課題として残ったことは何ですか（自由記述）
　質問３．施設実習の意義はありましたか（二者択一）

第１章　実習前後の意識

　第１章では、学生は、施設実習開始前に「期待」と「不
安」のどちらを大きく感じているか、また、実習終了後に
「実習の意義があったか」について考察した。

１　実習開始前の期待と不安　�回答者数　2023年：79名、
2024年：50名、計：129名

　実習開始前に、期待と不安のどちらが大きいかとの質問
に対し、図１のように、「期待が大きい」と回答した学生
は11.6％にとどまった。実習年度や施設種別による差はみ
られない。後述する期待と不安の内容を見れば、実習に期
待する部分を具体的に挙げてはいるものの、実習そのもの
を不安と感じる学生が圧倒的に多い。
　不安の解消のために、学生が、児童福祉施設の概要や実
習内容を、より具体的に想定することができるような科目
教授内容や実習指導の工夫が必要である。このことは、第
２章で考察する。

２　実習の意義の有無　�回答者数　2023年：81名、
　　　　　　　　　　　2024年：76名、計：157名

　実習終了後、実習の意義があったかについての質問に対
し、98.7％の学生が、「意義があった」と回答した。実習
年度や施設種別による差はみられない。前述のように実習
開始前には不安と感じる学生が多かったことに対し、実習
終了後には、ほとんどの学生が施設実習を肯定的にとらえ
ていることが分かる。

第２章　実習開始前の期待と不安、実習の成果と課題

　第２章では、実習を行っている18施設を６つの種別に
分類し、実習開始前の「期待と不安」、実習終了後の「成
果と課題」の内容について、分類ごとに回答を分析、考察
した。

１　児童養護施設 
　児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児
童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養
護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のた
めの援助を行うことを目的とする施設である。幼児から高
校生まで幅広い年齢層が入所している。
　児童の日常的な養育や、被虐待や障害などの様々な事情
を踏まえた専門性の高い支援を行っている。
回答者数　
　2023年　実習開始前：30名、実習終了後：36名
　2024年　実習開始前：14名、実習終了後：31名

１）期待と不安について

　実習開始前には、「児童との関わり」や具体的な「対応・
関わり」についての期待が高い。全体的には各年度とも同
様の傾向であるが、「施設理解」の期待は2023年度が高い
一方、2024年度の回答は０である。
　実習開始前の不安については、前述のとおり「児童との
関わり」を期待する一方で、実際の「関係づくり」に不安
を感じている。また、様々な背景をもった児童に対して「適
切な対応ができるか」に不安を感じており、単なる関係づ
くりではなく、専門的な対応の難しさに対する不安がある

期待, 11.6%

不安, 88.4%

意義あり, 98.7%

意義なし, 1.3%

 

（図１）実習開始前の期待と不安

（図２）実習の意義の有無
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と考えられる。「幼児以外の児童との関係づくり」は、主
に中高生との関わりに対する不安を示している。回答数の
年度内訳は、2023年度の７に対し、2024年度は０である。
これは、2024年度の回答数が少ないことが影響している
と考えられる。

２）成果と課題について

　実習の成果として、児童の実態や職員の具体的な業務内
容などの「施設の理解」が多く、具体的には、児童の生活
歴・特性・状況等に応じた関わり方などの「専門的支援の
理解」が挙げられている。
　課題としては、「児童との適切な関係」「適切な支援」を

挙げていることから、社会的養護について、より専門的な
知識と実践力を身につける必要がある。また、「児童の理解」
や「児童との関係づくり」が良好であったことがうかがえ
るが、「中高生との関わり方」を課題とした者も多い。理
由として、中高生は施設外や自室で過ごすことが多いため、
学生が関わる機会が少ないことと、学生自身が中高生と関
わる経験が少ないことによる不安や苦手意識があることが
挙げられる。このことは、筆者が、実習期間中の指導訪問
の際や実習終了後に直接学生から聴き取った内容である。

３）実習前後の考察
　学生は、実習開始前には「児童との関わり」「対応・関
わりの学び」に期待したとおり、「児童との関係づくり」「専
門的支援の理解」を成果として挙げている。しかし、一方
で、実際の「児童との適切な関わり」「適切な支援」を課
題として挙げている。基本的な関係構築や理論・方法の理
解はできても、年齢・生活歴・特性・被虐待や障害などの
様々な個別の事情に応じた、より専門性の高い実践には多
くの課題があるということである。
　短期間の実習で、この課題を達成するに十分な時間を得
て、技術として身につけることは容易なことではないが、
関連科目や実習指導において、事例学習や演習を行うなど
教育・指導を強化すべき項目である。

２　乳児院
　乳児院は、乳児を入院させて、これを養育し、あわせて
退院した者について相談その他の援助を行うことを目的と
する施設である。
　成長・発達に応じた養育を行い、個々の特徴に応じた専
門的支援を行っている。
回答者数
　2023年　実習開始前：９名、実習終了後：７名
　2024年　実習開始前：７名、実習終了後：11名

１）期待と不安について

　実習開始前の期待については、2023年度、2024年度と
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（図４）実習開始前の不安（児童養護施設）

（図５）実習の成果（児童養護施設）
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も同様の傾向であり、「児童の生活の理解」「対応・関わり
の学び」「施設理解」といった基本的事項が中心である。
　実習開始前の不安については、「児童との関わり」が
2023年度、2024年度ともに多い。「その他」は、2024年度
のみの回答で、実習記録と責任実習に対する不安である。
2024年度は、不安の内容が具体的に回答されていないこ
とから、実習に向けた目標設定や準備が不十分であり、実
習中の活動のイメージがわかず、何を記録すべきか不安が
あるものと考える。このことについての実習指導の強化が
必要である。

２）成果と課題について

　実習の成果として、「施設理解」「支援等の理解」「児童
の理解」「各職の業務内容や連携」など基本的事項の理解
が挙げられている。
　課題としては、個々の発達や特徴を踏まえた「専門的支
援の理解や実践」といった、より専門的な取り組みが多く
挙げられている。

３）実習前後の考察
　学生は、実習開始前に「児童の生活の理解」「対応・関
わりの学び」に期待したとおり、「施設理解」「児童との関
係づくり」「支援等の理解」を成果として挙げている。し
かし、一方で、実際の成長・発達に応じた養育や愛着・信
頼関係の構築などの「専門的支援の理解や実践」を課題と
して挙げている。
　このことは、前述した児童養護施設と同様の結果を示し
ている。したがって、指導強化項目も同様である。

３　障害児施設
　障害児施設の内訳は、障害児入所施設と児童発達支援セ
ンターである。
　障害児入所施設は、障害児を入所させて、支援を行うこ
とを目的とする施設であり、医療型と福祉型の２分類があ
る。
　児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達に
おいて中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護
者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要
とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指
定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専
門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施
設である。
　児童が、障害の種類や程度に応じて、様々な経験をしな
がら、基本的生活習慣や社会性を身につけられるようにす
るための専門的な支援を行っている。
回答者数
　2023年　実習開始前：22名、実習終了後：13名
　2024年　実習開始前：22名、実習終了後：14名

１）期待と不安について
　実習開始前の期待については、年度によって異なる傾向
を示しているが、合算すると「支援・関わりの学び」が際
立って多い。次いで「児童との関わり」が多くなっている。
　ところが、この２項目の実践について不安を感じている
学生が非常に多い。これは、障害児者と関わる経験が少な
いことや、理解することと実践することの難易度の違いが
影響しているものと考える。
　また、期待の「その他」は障害児者の介護に関すること
で、2024年度の学生のみ回答している。新たな経験や学
びへの意欲と捉えることができる。
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（図８）実習開始前の不安（乳児院）

（図９）実習の成果（乳児院）

（図 10）実習の課題（乳児院）
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２）成果と課題について

　実習の成果として、多くの学生が「専門的支援の理解や
実践」「関わり方の理解」を挙げている一方、「個々に応じ
た専門的対応」「児童との関係づくり」などの実践的取り
組みに課題意識が見られる。障害の種類や程度、児童の多
様な個性など、障害や個人に対する理解が深まったことに
より、個別化の必要性を理解したためであると考える。

３）実習前後の考察
　学生の多くが、「支援・関わりの学び」に期待し、成果
として「専門的支援の理解や実践」「関わり方の理解」を
挙げていることから、一定の目標に到達したと自己評価し
ている。
　一方で、多くの学生が、「個々に応じた専門的対応」を
課題として挙げており、個別対応の課題は残っている。し
かし、この点において、経験豊富な職員と学生の間には大
きな格差があることから、その必要性を理解したことを一
定の成果としてよいのではないかと考える。よって、様々
な障害の理解、多様な手段を用いたコミュニケーション方
法、基本的生活習慣や社会性を身につけられるような専門
的支援などについて、事前の実習指導で教育するより、実
習での経験と学びを基に、より深く検討することに重きを
置く事後指導・教育が適切であると考える。

４　母子生活支援施設
　母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ず
る事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させ
て、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の
促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者につ
いて相談その他の援助を行うことを目的とする施設であ
る。
　ＤＶ被害をはじめ、様々な事情を抱えた母子の保護と自
立に向けた専門的支援を行っている。
回答者数
　2023年　実習開始前：11名、実習終了後：10名
　2024年　実習開始前：９名、実習終了後：12名
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（図 11）実習開始前の期待（障害児施設）

（図 12）実習開始前の不安（障害児施設）

（図 13）実習の成果（障害児施設）

（図 14）実習の課題（障害児施設） （図 15）実習開始前の期待（母子生活支援施設）
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　実習開始前には、「施設理解」「保育士の役割理解」など
の学びに対する期待が高い。「児童との関わり」については、
期待も不安も大きい。
　他の実習を含めて「母親との関わり」経験が少ないため、
このことに不安を感じている学生が多い。また、「実習記録」
に対する不安が大きいのは、施設や支援内容の理解が不足
していることから、実習内容と記述すべき内容を具体的に
想定できなかったものと考える。

２）成果と課題について

　成果としては、「専門的支援の理解」「児童との関係づく
り」「施設の理解」に集約されている。「専門的支援の理解」
を成果として挙げている一方、「専門的対応」という実践
面を課題とした学生が多い。これは、基本的事項の理解や
経験は得られたものの、より高い専門性を身につける必要
があると感じているものと推察する。
　また、「保護者支援の機会」がなかった（ほしかった）
という回答は、2024年度のみであり、意識の高さがうか
がえる。

３）実習前後の考察
　「施設理解」に対する期待が大きかったとおり、「専門的
支援の理解」を含めて多くの学生が成果として挙げている。
一方で、当該施設特有の「専門的対応」を課題として挙げ
ている。児童に対する専門的支援に加えて、保護者と関わ
る機会が少なかったことによる経験や理解不足が原因とし
て考えられる。特にプライバシーに配慮した施設の特性上、
実習中に保護者支援を行うことは困難なものであるため、
事例学習などを通して支援のあり方を学ぶことが有効であ
ると考える。

５　児童相談所（一時保護施設）
　児童相談所の一時保護施設は、児童虐待のおそれがある
ときなど、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るた
め、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他
の状況を把握するため、児童の一時保護を行う施設である。
　児童の精神状態を十分に把握し、児童の心身の安定化を
図り、安心感をもって生活できるよう支援する。
回答者数
　2023年　実習開始前：５名、実習終了後：４名
　2024年　実習開始前：５名、実習終了後：５名

１）期待と不安について

　実習開始前には、「支援の内容や仕組み」を学ぶことに
ついての期待が非常に高い。学生は、児童虐待や社会的養
護等において、児童相談所が果たす役割の大きさを十分に
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（図 16）実習開始前の不安（母子生活支援施設）

（図 17）実習の成果（母子生活支援施設）

（図 18）実習の課題（母子生活支援施設）

（図 19）実習開始前の期待（児童相談所）
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理解している。しかし、その具体的な内容の理解には至っ
ていないため、このことに期待する向きが多かったとみて
いる。
　不安については、「実習生としての振る舞い方」が挙げ
られており、専門行政機関、一時保護施設についての理解
が不足していることや、一時保護されている児童との関わ
り方に難しさを感じていることが理由として考えられる。

２）成果と課題について

　「機関の理解」「専門的支援の理解」が成果として挙げら
れている一方、課題として「知識不足」を挙げた学生もい
る。これは、児童相談所の機能が多岐にわたるほか、当該

機関は多機能化しており、子ども家庭福祉以外の領域に関
する知識が求められたことが理由として考えられる。
　また、一時保護施設の「児童との適切なかかわり」の課
題も挙げられている。児童が一時保護されるに至った背景
を踏まえ、今後措置が決まっていく児童との関わりは、十
分な配慮を要するためであると考える。

３）実習前後の考察
　実習開始前には、「支援の内容や仕組み」に対する関心
が高く、成果としても「専門的支援の理解」を含む「機関
の理解」が挙げられている。
　また、「実習生としての振る舞い方」を不安として挙げ
ているとおり、実際に「児童との適切な関わり」を課題と
して挙げている。前述したように、一時保護児童との関わ
りには、不安を抱える児童の気持ちを受け止めるなどの十
分な配慮が必要とされるため、実習指導を充実させるとと
もに、オリエンテーション時に実習機関の指導担当者に指
導・教育を要請するなどの連携強化を図ることも必要であ
る。

６　児童自立支援施設
　児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそ
れのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生
活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通
わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、そ
の自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他
の援助を行うことを目的とする施設である。
　不適切な家庭環境によって、基本的生活習慣が身につい
ていない児童や、発達障害を持つ児童なども入所している。
回答者数
実習開始前：４名、実習終了後：５名（2023年、2024年計）
※実習した学生数が少なく、個人の特定等を避けるため2
年分合算した。

１）期待と不安について

　実習開始前には、「児童との関係づくり」に対する期待
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（図 20）実習開始前の不安（児童相談所）

（図 21）実習の成果（児童相談所）

（図 22）実習の課題（児童相談所）

（図 23）実習開始前の期待（児童自立支援施設）
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が大きい一方、実際の「児童とのコミュニケーション」に
対する不安を感じている。
　また、「実習生としての振る舞い方」に対する不安があ
る一方、そのことの学びとなる「対応・関わりの学び」に
対する期待が見られる。

２）成果と課題について

　実習の成果として、「施設理解」「専門的支援」の理解が
進んだことが分かる。
　課題としては、回答したすべての学生が「児童との関わ
り方」を挙げており、施設の目的や特徴を踏まえた対応の
難しさを実感したものと考える。

３）実習前後の考察
　ほとんどの学生が「対応・関わりの学び」に期待し、「専
門的支援」を含む「施設理解」を成果として挙げている。
　また、「児童とのコミュニケーション」「実習生としての
振る舞い方」に不安を感じていたとおり、全ての学生が、「児
童との関わり方」を課題として挙げている。当該施設の特
徴を踏まえ、児童の行動の背景にある生活歴を踏まえた関
わりなどについて、他の施設と同様に実践面の弱さを指摘
することができる。したがって、事例学習や演習などの指
導・教育が必要である。

おわりに
　施設実習に対する学生の意識には、実習開始前の不安な
状態と実習終了後の肯定感という大きな変化がある。適切
な教育・実習指導により、実習開始前の不安を軽減するこ
とができれば、施設実習の成果と意義がより高まるものと
考える。
　また、より詳細な調査分析では、施設種別ごとの期待、
不安、成果、課題の内容が明らかになった。児童との直接
的な関わりについては、学生によって評価が分かれている。
また、施設の機能・特性や専門的支援の内容についての理
解を成果として挙げた学生が多い。一方で、それを踏まえ
た専門的実践を課題として挙げた学生が多い。
　この結果を踏まえて、学内における授業と実習指導で教
授・指導すべき事項が見えてきた。全体的に、学生が専門
的支援の内容などを理解する力と、施設の特性や児童の個
性、背景などに応じた実践をする力の間には大きな乖離が
あるため、後者に対して、事例学習や演習を行うなどの指
導強化が必要である。
　児童福祉施設における施設実習は、保育士の専門性に必
要な要素を体験的に学び、身につけるものであり、保育士
になろうとするものにとって意義ある実習であることは疑
いようもない。その実習に対して不安要素が大きいという
ことが、学生の実習開始前・実習中の取り組みや成果に具
体的にどのように影響するのだろうか。
　今後は、学生の実習開始前の不安要素解消に向けた教育・
指導についてより深く研究したい。また、実際に使用して
いる評価票を活用し、学生の自己評価と指導者による評価
を比較し、本学学生の強みと弱みを明らかにしたい。さら
に、その結果をもとに、科目における教授内容や実習指導
のあり方や、実習を行う学生に対する支援方法について検
討したい。

参考文献
（１）�小野澤昇、田中利則、大塚良一（2014）「保育の基礎を学ぶ　

福祉施設実習」ミネルヴァ書房
（２）�加藤洋子、一瀬早百合、飯塚美穂子（2018）「事例を通して

学びを深める　施設実習ガイド」ミネルヴァ書房
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（図 24）実習開始前の不安（児童養護施設）

（図 25）実習の成果（児童自立支援施設）

（図 26）実習の課題（児童自立支援施設）
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（３）�田中卓也、松村齋、小島千恵子、岡野聡子、中澤幸子（2020）
「保育者になる人のための実習ガイドブック」萌文書林

（４）駒井美智子（2018）「施設実習ガイド」萌文書林

（５）�小原敏郎、直島正樹、橋本好市、三浦主博（2016）「本当に
知りたいことがわかる！　保育所・施設実習ハンドブック」
ミネルヴァ書房
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（目的）
第 １条　本規程は、「聖園学園短期大学　研究紀要」（以
下、「研究紀要」という。）の編集及び投稿について規定
する。

（編集・発行）
第 ２条　研究紀要は、本学教職員の研究成果である研究論
文を掲載するものとし、毎年度１回、編集・発行するも
のとする。

（編集委員会）
第 ３条　研究紀要の編集・発行にあたっては、「研究紀要
編集委員会」（以下、「編集委員会」という。）を設ける。
　（１ ）編集委員会は、委員長及び委員をもって組織し、

学長が委嘱する。
　（２ ）編集委員会は、研究紀要の編集及び制作に関して

責任を負う。
　（３ ）編集委員会は、投稿研究論文募集、制作（体裁決

定、校正作業など）を行う。
　（４ ）編集委員会は、教職員の協力を得て、関係機関に

研究紀要の配布、送付を行う。

（研究論文の種類）
第 ４条　研究論文は、原著論文、研究報告、研究ノート、
その他とし、未発表のものに限る。

（投稿資格）
第 ５条　研究紀要に研究論文を掲載する場合の投稿資格
は、原則として常勤の教職員とする。
２ 　前項の規定に関わらず、学長が特に必要と認めた場合
は、常勤の教職員以外の者も投稿資格を取得することが
できる。

（投稿論文数）
第 ６条　研究紀要に掲載を希望する研究論文は、一人１編
を原則とする。
２ 　連名で共同研究に参加した場合には、本人執筆の研究
論文と合わせて、合計２編以内とする。

（査読及び掲載）
第 ７条　投稿された研究論文のうち原著論文は、編集委員
長を含めて複数の編集委員の査読を経るものとする。
２ 　原著論文以外の研究論文の研究紀要への掲載の可否につ
いては、編集委員会が審査し決定する。

（研究論文の公開）
第 ８条　研究論文の公開は、編集委員会が編集・発行する
研究紀要を、学内外に配布して行うほか、本学のホーム
ページに掲載して行う。
２ 　研究論文の著者は、論文が電子データで公表されるこ
とを承諾する。

（著作権）
第 ９条　本研究紀要に掲載された研究論文の著作権は、本
学に属する。ただし、著作者自身が、自己の著作物を利
用する場合には、本学の許諾を必要としない。

（執筆要領）
第 10条　研究論文の執筆要領は、別に定める。

　　　附　則
　この規程は、平成21年１月16日より施行する。ただし、
平成20年度の研究紀要の編集・発行については、従前の
例による。
　　　附　則
　この改正は、平成24年４月１日より施行する。
　　　附　則
　この改正は、平成29年４月１日より施行する。
　　　附　則
　この改正は、令和３年４月１日より施行する。
　　　附　則
　この改正は、令和６年４月１日より施行する。

聖園学園短期大学　研究紀要編集及び投稿規程
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１ 　投稿原稿は、図・表・写真等を含めて20,000字（刷り
上がり12頁）を原則とする。所定字数を超える場合は、
申し込み論文数等を考慮して編集委員会の協議を経てそ
の可否を決める。

２ 　原稿の執筆にあたっては、原則としてパソコン等で作
成し、縦置き A４版用紙に横書きで、22字×40行の２
段組とする。（１ページ1,760字）

３ 　原稿は、提出期限までに、上記様式で印字したもの２
部を編集委員長に提出する。
　 　査読が終了し、掲載決定通知後の最終原稿は、電子
データと共に、上記様式で印字した原稿を２部編集委員
長に提出する。

４ 　論文の基本的構成は原則として、次のとおりとする。
　　①　論文表題　　②　要約及びキーワード
　　③　目次　　④　序論　　⑤　本論
　　⑥　結論　　⑦　注釈及び引用・参考文献
　　（論文構成例）
　　論文表題　　　（所属大学名、職名、著者名）
　　要約及びキーワード
　　目次
　　　はじめに　　　　　　　（序論）
　　　第１章　　章見出し　　（本論）
　　　　第１節　節見出し
　　　　　１）
　　　　　２）
　　　　第２節　節見出し
　　　第２章　　章見出し
　　　おわりに　　　　　　　（結論）
　　　注釈及び引用・参考文献

５ 　原稿１ページ目には、「表題」「所属大学名」「職名」
「著者名」を記載した上で、「要約」（和文400字～600字）、
及びキーワード（５語程度）を日本語及び英語でつける
ものとする。ただし、当分の間「要約」の英訳の作成は
執筆者の任意とする。

６ 　「要約」は、論文全体を読まなくとも要点が理解でき
るように、内容を圧縮したものを作成する。主題範囲、
目的、方法、結果、考察等を簡潔にまとめる。

７ 　キーワードは、パソコン等による検索に必要なもので
あり、論文の内容（分野・領域・特性など）を的確に表

す単語（名詞）とする。

８ 　図、表、写真等は、それぞれ図１、表１、写真１等の
番号で区別し、本文に差し込む。
　他の著作物からの引用の場合は、出典を必ず明記し、必
要に応じて、原著者または著作権保持者から使用許可を得
ること。また、電子データには、原稿を保存したファイル
とは別に、図、表、写真のみを保存したファイルを添付す
ること。

９ 　本文の記述は、原則として、常用漢字と現代仮名遣い
を用いる。

10 　説明の補足等のための注釈は、本文の該当箇所に、
（注１）（注２）のように通し番号をつけて示し、原則と
して、原稿末尾に一括して入れる。

11 　引用文献は、「　」で示した引用部分の終わりの右肩
に（１）（２）のように通し番号で示し、原則として、
稿末に番号順に一括してあげる。各文献は、著者名、発
表年（西暦）、表題の順とする。単行本の場合は、表題
の後に出版社名と引用ページを示す。雑誌論文の場合
は、表題の後に、雑誌名、巻号数、論文掲載ページを示
す。電子文献は、著者名、公開年、表題、URL、アク
セス年月日を示す。
　　（引用文献記載例）
　 　（単行本）新藤宗幸（2013）「教育委員会：何が問題
か」（岩波新書 )、p.55(or pp.55-56)
　 　（電子文献）文部科学省（2018）「平成28年度幼児教育
実態調査」
　 　h t t p : / / www.m e x t . g o . j p / a _m e n u / s h o t o u /
youchien/08081203.htm(2018.7.18 アクセス）

　参考文献は、引用文献の例に準じて示す。

12 　研究紀要への論文掲載の申し込み期限は９月末日と
し、原稿提出期限は11月末日とする。

　平成14年10月制定
　平成19年３月一部改正
　平成21年１月一部改正
　平成24年４月一部改正
　平成30年８月１日全部改正
　令和３年４月一部改正

聖園学園短期大学　研究紀要執筆要領



　　　　執　　　筆　　　者　　　　　　　　　　　　担当科目（「卒業研究」を除く）

　　　　古　　内　　一　　樹　　　教　　　授　　　「教育原理」

共著	 「教育制度」
	 「保育・教職実践演習（幼稚園）」
　　　　安　　田　　敦　　子　　　厚 生 課 長

単著　　鎌　　田　　　　　悟　　　准　教　授　　　「造形表現Ⅰ・Ⅱ」

　　　　猿　　田　　興　　子　　　准　教　授　　　「乳児保育Ⅰ・Ⅱ」
	 「保育内容の指導法　健康」
 	 「教育課程・保育の計画と評価」
共著	 「保育・教職実践演習（幼稚園）」
	 「保育実習指導Ⅰ（保育所）・（施設）」
	 「保育実習指導Ⅱ」
　　　　佐 々 木　　啓　　子　　　講　　　師　　　「保育原理」
	 「保育内容総論」
	 「保育内容の指導法　環境」
	 「子どもと環境」
	 「教育実習指導Ⅰ・Ⅱ」

単著　　藤　　原　　法　　生　　　講　　　師　　　「ボランティア活動」
	 「子ども家庭福祉」
	 「社会福祉」
	 「子ども家庭支援論」
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